
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 森 誠一

１ 日 時

平成３０年９月１９日（水） 午前１０時００分から

午後 ３時２５分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

森誠一、鴛海豊、土居昌弘、元 俊博、小嶋秀行、久原和弘、桑原宏史

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

麻生栄作、木付親次

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 中島英司 ほか関係者

７ 出席した参考人の職・氏名

大分県土地改良建設研究会会長 利光正臣

８ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

９ 会議の概要及び結果

（１）第８６号議案のうち本委員会関係部分及び第９４号議案については、可決すべきものと、

いずれも全会一致をもって決定した。

（２）長期総合計画の実施状況について、公社等外郭団体の経営状況報告等について及び耶馬

溪町金吉地区崩壊原因等中間報告についてなど、執行部から報告を受けた。

（３）大分県土地改良建設研究会会長利光正臣氏を参考人として招致し、意見聴取を行うこと

を全会一致をもって決定した。

（４）おおいた豊後牛の振興について、県内所管事務調査を行うことを全会一致をもって決定

した。

（５）大分県土地改良建設研究会の概要、活動及び最近の土地改良事業等に関する諸課題につ

いて、参考人から意見聴取を行った。

（６）おおいた豊後牛の振興について調査を行った。

（７）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。



１０ その他必要な事項

な し

１１ 担当書記

議事課議事調整班 主幹 秋本昇二郎

政策調査課政策法務班 主幹 光延慎一



農林水産委員会次第

日時：平成３０年９月１９日（水）１０：００～

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係 １０：００～１１：５０

（１）付託案件の審査

第 ８６号議案 平成３０年度大分県一般会計補正予算（第２号）

（本委員会関係部分）

第 ９４号議案 工事請負契約の締結について

（２）諸般の報告

①長期総合計画の実施状況について

②公社等外郭団体の経営状況報告等について

③耶馬溪町金吉地区崩壊原因等中間報告について

④ため池緊急点検について

⑤国営大野川上流土地改良事業について

⑥森林経営管理法について

⑦平成３０年度大分県農林水産祭の開催について

⑧第１８回豊かな国の森づくり大会の開催について

（３）その他

３ 協議事項 １１：５０～１２：００

（１）閉会中の継続調査について

（２）参考人出席要求の件について

（３）県内所管事務調査について

（４）その他

４ 参考人からの意見聴取 １３：４０～１４：２０

大分県土地改良建設研究会の概要、活動及び最近の土地改良事業等に関する諸課題につ

いて

５ 県内所管事務調査 １４：３０～１６：００

（１）おおいた豊後牛の振興について

①ゲノム育種価を活用した高能力種雄牛の造成について

②おおいた豊後牛のリーディングブランドについて

６ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、農林水産委員会を開森委員長

きます。

冒頭一言、御挨拶申し上げます。

西日本豪雨をはじめ、度重なる自然災害によ

り、多くの方が被害を受けられました。亡くな

られた方々に心からお悔やみ申し上げますとと

もに、被害を受けられた皆さまに心からお見舞

いを申し上げます。

本県においても、昨年の台風災害や本年の耶

馬溪町金吉地区での斜面崩壊など、災害からの

復興途上であります。今後も台風などの災害も

懸念されます。その備えと対策をしっかりして

おかなければならないと改めて感じている次第

です。

さて、先月は京都市中央卸売市場、大阪鶴見

花き地方卸売市場をはじめ、関西方面で県外の

調査を行いました。委員の皆さま、そして農林

水産部の皆さまには大変お世話になり、多くの

成果を得られたと思います。しっかりその成果

を生かしていきたいと考えております。

また今月４日には、おおいた豊後牛のリーデ

ィングブランド「おおいた和牛」が発表されま

した。今後も繁殖から肥育、販売、そして畜産

の研究など関係機関が一体となった取組が重要

になってくると思います。これからも積極的な

プロモーション活動が継続されることを期待し

ています。

さて、本日は午前中の委員会の後、午後から

は、大分県土地改良建設研究会の利光正臣会長

を参考人としてお話を伺い、その後、畜産研究

部にお越しいただき、ゲノム育種価を活用した

種雄牛の造成とおおいた和牛について説明をい

ただく予定になっています。

さらに、委員さんから提案のあった、執行部

の皆さんとの意見交換会を午後６時から今回も

実施することとしています。大変、長丁場にな

りますが、本日１日どうぞよろしくお願いしま

す。

さて本日は、委員外議員として麻生議員、木

付議員に出席いただいております。ありがとう

ございます。

ここで、委員外議員の発言について、委員の

皆さんにお諮りします。委員外議員からの発言

の申出については、会議規則により委員会がそ

れを許すか否かを決めると定められております

が、委員から個別に御異議が出た場合を除き、

発言の許可については、今後、委員長に御一任

いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、委員外議員の発森委員長

言の許可については、私に御一任いただきます。

また、委員外議員の方にお願いいたします。

発言を希望する場合は、委員の質疑の終了後

に挙手し、私から指名を受けた後、長時間にわ

たらないよう要点を簡潔に御発言願います。

なお、進行状況を勘案しながら進めてまいり

ますので、委員外議員の皆さんはあらかじめ御

了承願います。

それでは、本日審査いただく案件は今回付託

を受けました議案２件であります。この際、案

件全部を一括議題とし、これより審査に入りま

す。

まず、第８６号議案平成３０年度大分県一般

会計補正予算（第２号）のうち、本委員会関係

部分について、執行部の説明を求めます。

それでは、お手元の委員会中島農林水産部長

資料１ページをお願いします。

平成３０年度大分県一般会計補正予算（第２

号）のうち、農林水産部関係分について御説明

いたします。

１ページの（１）予算の太枠で囲ってありま

すとおり、補正予算額は３億２，６８１万５千

円でありまして、その内容は（２）事業の概要

にありますとおり、７月の豪雨災害で県が管理

する中津市の小祝漁港、宇佐市の長洲漁港にお

いて航路埋塞などの被害が生じたことから、浚

渫工事等を実施するというものであります。
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これまで、既決予算により応急工事を行い、

漁船の往来に支障のないよう対応しております

けれども、本復旧に向けて予算の不足が見込ま

れることから、今回補正予算を計上するもので

あります。

なお、７月豪雨では他にも農地・農業用施設

や林道などにも被害が生じておりますが、既決

予算により対応させていただいております。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。御意見のあります

方は、よろしくお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは委員外議員の方、よろしい森委員長

でしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これより森委員長

採決に入ります。

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案のと森委員長

おり可決すべきものと決定いたしました。

続いて、第９４号議案工事請負契約の締結に

ついて、執行部の説明を求めます。

資料の２ページをお太郎良地域農業振興課長

願いします。

漁業調査船「豊洋」の代船建造に関する工事

請負契約の締結について御説明いたします。

１の漁業調査船の役割についてですが、「豊

洋」は農林水産研究指導センター水産研究部が

保有し、赤潮調査や海水温、塩分などの海洋調

査・魚群量調査とあわせて、卵や稚魚などの水

産資源量・生態調査等を定期的に実施しており

ます。調査データを分析し、迅速に養殖業者や

漁家に情報提供することにより、養殖における

赤潮被害の軽減や海況・魚群情報を活用した効

率的な操業、重要魚種の効果的な資源管理が可

能になるなど、本県の水産業振興に大きな役割

を果たしております。平成１１年度に建造され

ました現行「豊洋」は、平成３１年度に耐用年

数を迎えることから代船を建造するものでござ

います。

次に、２の現行船と代船の比較ですが、エン

ジンを２基とすることで、安定した船位保持と

低速航行を可能としております。乗船定員につ

いては、現在の１０名から１２名に増員し、今

後、大学や民間との共同研究の拡大に対応でき

るようにしております。

３の工事請負契約の締結についてですが、７

月３１日に一般競争入札に付しましたが、１回

目及び再度の入札を行っても予定価格を下回ら

なかったため、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第８号の規定に基づき、その場で随意

契約に移行しました。参加者の意思を確認し、

見積書の提出を求めた結果、予定価格を下回り

金額を６億６，９６０万円、契約の相手方を山

口県下関市の株式会社ニシエフとする仮契約を

締結しております。

４の建造スケジュールにありますとおり、本

議会で御承認をいただければ、本契約後すぐに

着工し、平成３１年７月末の竣工を予定してい

ます。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。

船型にある、新しい船の低船首楼元 委員

付きというのは何ですか。

低船首というのは船太郎良地域農業振興課長

の構造で、船首の甲板全体が構造上少し低くな

っている部分を低船首と言うんですけれども、

図面じゃないとなかなか説明が難しいかなと思

います。そういう船首の部分に一つ、船首の倉

庫みたいなのが付いているということです。

（「はい、いいです」と言う者あり）

もし図面があれば。（「ございま森委員長

す」と言う者あり）

よろしいですかね。じゃ、それはまた後でお

願いします。（「後でお持ちします」と言う者

あり）

この現行の「豊洋」というのは、こ久原委員

れはいわゆる下取りみたいなのはねえんかい。

２０年ぐらいやったらまだ使われるじゃろう。

その処分につきまし太郎良地域農業振興課長

ては下取りなど、どこかにあたって、そういう
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買い手があれば検討していきたいと考えており

ます。

もうやっぱり、構造的に漁船に変え久原委員

るとかで、ほかの使用目的ではもう使えんよう

なやつかい。というのは、こういう船がせっか

くできるんやけん、新しい船を６億円も７億円

もかけて造るんやから、昔は農林水産委員会で

一遍ぐらい乗せてみろというようなことを言っ

た。そして乗ったこともあるんやけどな。そう

いうふうなこともちょっと計画してみてくれん

かい、分からんのやけん。

今度の農林水産祭水太郎良地域農業振興課長

産部門でも別府湾に停泊して、毎年そこで乗船

できるようにしておりますので、機会があれば

またぜひ乗っていただきたいと思います。ほか

の用途でも多分使えると思います。

代替えには使われんのか。久原委員

調査船というのは甲太郎良地域農業振興課長

板が広くて、いろいろ測定機器を積んで調査を

するということが目的なんですけれども、その

利用方法についてはやはり専門家の方から見れ

ば多分いろんな用途が考えられるとは思います。

いいですか。（「もういい」という森委員長

者あり）

随意契約ということでございます。土居委員

これに限らずよくあることなんですけれども、

ここをどのようにして改善すべきなのか、業者

の努力が足らんと言えばそうなのかもしれませ

んが、やはり無理な評価額というか基準がある

んだと思うんですけども、その辺どのように思

われているのか伺います。

元々この漁業調査船太郎良地域農業振興課長

の使命といいますか、毎月本当に大分県の近海

に出て、さきほど申しましたようにいろんな調

査を行うということで、検討は平成２５年ぐら

いから代船建造検討会が始めまして、その在り

方の検討もされています。漁業調査船は必要で

あるということ、また、今までの「豊洋」の船

体が７５トンぐらいあったんですが、小型化し

て、エンジンは出力が同規模程度のもので、な

おかつ高速化させるという、そういう方向性が

決定した中で、昨年いろいろ具体的な仕様につ

いて検討されてきました。そういった中でＦＲ

Ｐ船であることとか総トン数が５０トン前後の

ものとか、あと機能性、やっぱりよく調査がで

きるようにとか、そういったものですると、や

はり全国業者というか、造れる能力のある会社

はそう多くはなかったということです。そうい

ったことで入札も７月１２日から３０日まで公

告した中で、当初３社ぐらいを予定しておりま

したが、応募や問い合わせがあったのは２社で、

実際入札に参加したのは１社だったということ

です。そして、その１社も２回ほど入札しまし

たが、落札しなかったということで、施行令に

従って随意契約に移行したという経緯になって

おります。（「まあ、いいです」「もっと、突

っ込めよ」という者あり）

そのほか委員の方から質問ありませ森委員長

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方、御質疑はありませ森委員長

んか。

まず、この案件に関して水産麻生委員外議員

産出額目標２１５億円に対して、調査船のコス

トが単年度どれくらいまでいいという報告にな

っているのか。かけていいコストが単年度どれ

くらいまで良しとしているのかという部分。並

びに、これは耐用年数が平成３１年までという

のは、もう新造船として現行船を建造したとき

から分かっていたはずなんですね。地元の造船

業、水産業にも影響するわけですから、当然そ

ういった船の次期調達というのは、今回これを

入れても次期調達というのはもう今から考えて

おかんといかん話ですよね。そういう意味にお

いて、そういった計画的な水産業を行うために

必要な船の一つとしての調達方法というのが、

この十数年間何もなされていなかったというこ

とに対してはどのような反省があるのかという

こと。並びに、今回県庁職員が随意契約で逮捕

されたという事実があるわけですが、再逮捕ま

でいっているわけです。こんなときにこんな議

案を出してくること自体が、私は信じられない

んでありますが、そういう意味において確認で

すが、会計管理局のいわゆる会計規定とか契約
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規定に係る研修を、この議案を上程した担当部

局の職員は受けているのかいないのか、お答え

ください。

多分、そういう会計太郎良地域農業振興課長

の研修等は受けていると思います。（「事実

を」と言う声あり）はい、ちょっと即答はでき

ませんので。（「けしからん話やな。あんな事

件が起こっているのに、まだ確認できてないと

は」と言う者あり）後で調べて確認をして御報

告したいと思います。

ちょっとお時間をいただい中島農林水産部長

て、今調べてすぐ御回答を申し上げたいと思い

ます。（「別の質問で回答を」という者あり）

一番最初そういう検太郎良地域農業振興課長

討は２５年から始まりましたけれども、平成１

１年に建造したということで、中間年を過ぎた

ころから長期計画の中で調査船の在り方又は取

締船の在り方も含めてそういう船舶の在り方の

検討がされてきていると認識しております。当

然その辺のコスト計算とかをする中で、やっぱ

り漁業調査船の場合は、全国でも全ての県で保

有しているということ。取締船の基準、それと

いろいろそのとき委託をするとかの検討はされ

てきていると認識しています。総合的に判断し

て自前で持った方がコスト的には安いというこ

とで、例えば、年間経費が業者に委託すると１

億７千万円ぐらいかかるんですけれども、１隻

自前で持つと約１億１千万円ということで、年

間５，４００万円ほど安いという試算も当時さ

れております。そういう中で、自前で調査船を

保持するということが決まってきております。

少し補足させていただきま中島農林水産部長

すと、今回のこの強化プラスチック製という船

体、船質を選択したのが、大きさとコストを比

べると、やはり強化プラスチック――ＦＲＰ製

というのが一番安価で造れるというようなこと

もあったと思っております。そして、過去は大

分県内にもこのＦＲＰ船を建造できる造船会社

もあったんですけれども、昨今の状況でそうい

った建造ができるところがなくなった。なるべ

くこの大きさでコストが一番安かろうというと

ころで考えて、西日本一帯をターゲットに、ど

ういったところでできるかと広く探して、今回

入札に付したところです。入札を何度かしたん

ですけれども、これに落札者がいなかったとい

うことで随意契約に至ったと。ですから、今回、

議員が御懸念の随意契約、今、不祥事が上がっ

ているんですけれども、それとは状況がかなり

違うというところは御理解いただければと思っ

ております。

もうやめますけど、いずれに麻生委員外議員

しても、水産額目標に達するコスト部分で単年

度がどうだとか、そういった部分については検

討委員会の具体的資料を提示してください。い

ずれにしても競争原理が働かない現状の中では、

水産業にもこれは影響するわけでありますから、

当然その造船、こういった分野の造船に関わる

ものについての影響も考慮される中で、地元業

者もある一方で、ＷＴＯ要件には入らないこと

は確認しておりますけれども、こういったもの

こそ海外との競争も含めて、さらに競争原理が

働く中で安い調達という部分も一方で必要じゃ

ないかなと。国内でこの分野の産業がもうない

のであるならば、当然海外との競争も含めて求

めてもいいはずなんです。一方、そういったこ

とがないというのは、非常に問題があるんじゃ

ないかなと。新造船調達をこれでしたとしても、

次に向けてどうするかというのは今から考えて

おかないといけないことですから、十分その辺

は検討を求めておきたいと思います。

後ほど調べまして御太郎良地域農業振興課長

報告したいと思います。

今、麻生委員外議員からありました森委員長

検討委員会の資料、そして随意契約に関する今

回の生活環境部の事件を受けた後の研修等につ

いても、後ほどでいいですから、資料をよろし

くお願いします。また、分かり次第後でお願い

します。それでは、ほかに。

すみません、さきほ太郎良地域農業振興課長

どの研修の件なんですが、平成２９年度農林水

産部の研修会で担当が会計研修を受けておりま

した。

よろしいですか。（「はい」と言う森委員長

者あり）そのほかよろしいですか。
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〔「なし」と言う者あり〕

それでは、御質疑等もございません森委員長

ので、これより採決に入ります。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案のと森委員長

おり可決すべきものと決定いたしました。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。

まず、①の報告をお願いします。

それでは、お手元の別安藤農林水産企画課長

冊資料、大分県長期総合計画の実施状況につい

てを御覧ください。

安心・活力・発展プラン２０１５と書かれた

ものですが、プラン２０１５の平成２９年度の

農林水産部関係の実績について御報告いたしま

す。なお、机上には薄い資料、まち・ひと・し

ごと大分県総合戦略基本目標・施策ＫＰＩ達成

状況を別紙としてお配りしています。この施策

ＫＰＩはプラン２０１５の目標指標と同じもの

を使用しておりますので、内容についてはプラ

ン２０１５の資料により説明させていただきた

いと思います。

厚い資料の７９ページをお願いします。

農林水産部では、左上の政策名にあります、

変化に対応し挑戦と努力が報われる農林水産業

の実現を政策目標として掲げ、このページの中

段、ローマ数字のⅢにお示しした構造改革の更

なる加速など四つの施策に取り組んでいます。

以下、各施策毎の実績を順に説明いたします。

８０ページをお願いします。

施策名構造改革の更なる加速です。Ⅱの目標

指標の一番上にあります農林水産業による創出

額は、園芸戦略品目の生産拡大や畜産物の高単

価、バイオマス発電所の稼働による木材生産量

の増加、カット野菜やブリフィレ加工の拡大に

よる食品加工の付加価値額の増加などから、２

９年度は２，２６７億円となりました。その下

の新規就業者数は、研修制度や県独自の給付金

制度などにより、過去最高となる４０２人を確

保することができました。

８１ページの一番下のⅦに今後の施策展開を

まとめています。

上方修正した創出額目標２，５００億円の達

成に向け、水田の畑地化による高収益品目の導

入を進めるなど、構造改革を加速させるととも

に、農地の集積・集約化による基盤整備や輸出

の拡大、世界標準であるＧＡＰ認証等を推進し

てまいります。

次に、８２ページでございます。

マーケットインの商品（もの）づくりの加速

です。Ⅱの目標指標の戦略品目の産出額は、木

材のバイオマス利用の拡大により林業が目標を

上回ったことなどから、合計では目標額と同額

となっています。

今後の施策展開ですが、８３ページの一番下、

県産オリジナルいちご「ベリーツ」や今月４日

に発表したおおいた豊後牛の新たなリーディン

グブランド「おおいた和牛」を中心に、また、

水産業では、毎月第４金曜日の「おおいた県産

魚の日」を活用しながら、引き続き、マーケッ

トに対応した販売力と生産体制の強化に取り組

んでまいります。

８４ページをお願いします。

経営マインドを持った力強い担い手の確保・

育成でございます。Ⅱにあります中核的経営体

数を目標指標としております。法人化に向けた

研修など、農林水産業それぞれの分野で経営体

の強化に向けた支援を行った結果、おおむね目

標を達成しております。次のページ一番下のⅦ

今後の施策展開ですが、法人化の推進はもちろ

ん、新規就農者の研修段階から経営発展に至る

までの一貫したフォローアップ、女性の活躍促

進、ＩＣＴを活用した熟練者の技術継承などに

より、力強い担い手の確保・育成を進めてまい

ります。

８６ページをお願いします。

元気で豊かな農山漁村の継承です。Ⅱの目標

指標のうち、下段の有害鳥獣による農林水産業

被害額では、鳥獣被害が多い集落を予防強化集

落として指定し、防止柵の計画的な設置を進め

るとともに、捕獲報償金の充実等により捕獲圧

を強化してきた結果、被害額は昭和６２年以来



- 6 -

の２億円以下となりました。次のページ一番下

の今後の施策展開ですが、世界農業遺産ブラン

ドを活用した応援商品の拡大、農産物直売所の

集荷量や品目増加、ジビエの利活用の促進など

により、元気で豊かな農山漁村の継承に取り組

んでまいります。

今後ともこれら四つの施策をバランスよく進

め、農林水産業による創出額２，５００億円の

達成に向け、取り組んでまいります。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。委員の皆さま、質

疑がありましたらお願いします。

８７ページ、施策を構成する主要な土居委員

事業４番のカワウ被害対策事業、これは主要な

施策の成果を見ていないのでちょっと分からな

いんですけれども、具体的にどんなことをして

評価Ａをいただいているのか。実際、内水面の

皆さんはカワウ被害に大変困っていまして、現

状まだまだ厳しいという状況を伺っています。

どういう状況なのか伺いたいと思います。

昨年度から新たな事業展開影平水産振興課長

をしているところなんですが、これまでは内水

面漁協の組合員による追い払いとか、捕獲作業

をやってきたんですが、それではなかなか被害

対策として不十分でした。現在やっているのは

専門家チームを滋賀県から呼び寄せて、個体数

管理、つまり営巣地というのがありまして、そ

こで繁殖しているカワウが一定量おります。そ

れを半減させることを目標に年間計画を３年間

にわたって決めまして、それで個体数管理をし

ております。ただ、一挙に全部打ち落としてし

まうと営巣地、コロニーを放棄してほかのとこ

ろにコロニーを作ってしまいますので、半減さ

せるという目標で今現在計画を進めているとこ

ろでございます。

よろしいですか。（「はい」と言う森委員長

者あり）

議案とは直接関係ないんですが、元 委員

この前、特別委員会で菊池農業高校に視察に行

ったんです。本当に聞きしに勝るといいますか、

熊本県、宮崎県辺りの農業高校はもう全然違う

という話は聞いていました。本当に全然違いま

した。それから見たら、大分県の農業高校とい

うのは何なのかなという思いがしているんです。

どこが違うかというと、農業経営を教えるとい

う姿が全然違うんですよね。これは農林水産委

員会ですけど、後継者問題ということではここ

で取り上げられるんですけど、やっぱり子ども

たち、農業に従事したいと思う子どもたちをど

う育てていくかというのがもっと先のような気

がするんですよね。それで、実際に農林水産部

と教育委員会とそういった意見交換といいます

か、連携といいますか、教育の中に、例えば、

Ｉターンの人たちが農業高校に行って講演をす

るだとか、実際の現場を見せるだとかいうよう

な取組というのはやっているのかどうかなとい

うのをちょっと聞きたいんです。

農業者が農業小関新規就業・経営体支援課長

高校に行って講義などをやるかということです

けれども、御存じと思いますが、久住校の中に

アグリ創生塾というのが平成３１年度にオープ

ンいたします。その中で、一般の農業青年とか

……

ちょっと待って、今までの話です。元 委員

アグリのことは今からの話ですけど、今までそ

ういう、要するに部局横断でそういう調整とか

取組とかいうのはやっているんですかというこ

となんです。

部局横断とい小関新規就業・経営体支援課長

いますと、高校の中で県全体としては、今まで

そういったことをした事例はございません。振

興局単位では振興局が農業高校に行ってそうい

った取組をした事例もあるかもしれませんけれ

ども、現段階では私ども把握しておりません。

さきほど申しましたように、これからそういっ

た取組をますますしていって、さきほど申しま

した特に経営の認識を持っていただく。それに

加えて、農業高校以外にも農大についても、経

営部門に特に力を入れた養成コースを特別に設

けて、希望者にはそこで受講していただいて、

経営管理、労務管理、財務管理、その辺の勉強

をしていただくという形をとっていこうとは考

えております。

よろしいですか。（「いいです」と森委員長
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言う者あり）

私は以前、東部振興局に勤務して勝本審議監

おりましたが、国東高校、昔の国東農工高校で

すね、そのときに高校に外部講師を招聘してい

ろんな人の話を聞くという事業があったんです

けど、その中で、地域の中で頑張っている農家

の方を講師に招聘して生徒に聞かせるという取

組、私もそれに参加して一緒に聞いたという経

験がありますので、そういう取組は以前からし

ています。

これは一般質問でもやりますけど、元 委員

本当に熊本、菊池農業もそうですけど、菊池農

業の先生に言わせると、熊本農業高校と比べた

らもう全然うちはだめですと言うんですよ。我

々が菊池農業に行ってびっくりするぐらいの教

育のやり方が、本人たちはまだまだだめですと

言うんです。大分県と雲泥の差がありましたね。

まさに子どもたちが生産から販売まで、現金を

取るというところまで全部やらせているという

ことがあります。ぜひ今後は後継者育成という

意味では、学生からそういう思いを持っていた

だくというような、農林水産部でしっかりと協

議していただいて、そういう気付きをさせるよ

うな教育現場に一緒にしてもらいたいと思いま

す。これは要望で結構です。

要望でよろしいですね。（「はい」森委員長

と言う者あり）

関連で、私も教育委員会に言った方久原委員

がいいかなと思うたんやけど、今出たので。や

っぱりそういう意味では皆さん専門家ですから

いいんかなと思うんですけど、例えば、臼杵の

水産高校があるわな。海洋科学、あそこなんか

は私がいつも行って思うんやけど、今度もまた

新しく船を入れることになったんやけど、いま

だにマグロ捕りに行くと言うんやな。マグロだ

の今時捕るばかがおるかと、そういうのは、世

界中みんなから批判されるようなことをしよる

のやけん、だから、船に乗るというのは海洋技

術を学ぶとかそういうことはいいけど、これか

らは捕る漁業から育てる漁業なんやと。例えば、

上浦の養殖場なんかと連携して、上浦のところ

に教育として水産高校の生徒が行きながら学ん

で、どうやって育てるかとか、そんな学習をす

るのが今からは当たり前やねえかと。だから、

まさか彼らとそういうことを連携したら、連携

をおろそかにするようなことはないだろうとか

言うて県民クラブの中で話したけれども、しち

ょらんち言うんやな。今時の漁業は、作る漁業、

育てる漁業を自分たちでやる。そういうふうな

教育もせんのかというのが、どうも不思議でな

らんのよ。そこら辺りをやっぱりみんなで考え

た方がいいんじゃないかと思うんやけどな。ど

げん思うかい。

海洋科学の実習船の実習状景平水産振興課長

況については把握していないところがあるんで

すけど、それで、現在海洋科学とかなり取組を

進めているのが、海洋科学高校の先生を水産の

普及員会議にお招きして、漁業の実態とかにつ

いていろいろ同じ場で議論に加わってもらうと

いうことをしております。実際にマグロの養殖

場とかがあるので、そことのインターンシップ

を海洋科学はかなり盛んに進めております。あ

とは現場の実態を知っていただく上で結構ツー

ルになっているのが、マグロの解体ショー、こ

れは海洋科学の知名度を上げる意味でもかなり

効果が上がっていると思います。そういうのも

いろんな場面でお招きいただくという取組を一

緒に進めているところでございます。

しっかり連携してやるようなことを久原委員

考えてくれない。

今まで以上に連携を深めて景平水産振興課長

いきたいと思います。

２点ほど伺います。８１ページの施小嶋委員

策を構成する主要事業の中で、①の取組は、変

化に対応した先駆的な経営体の育成ということ

になるんですが、この中で、園芸産地スマート

化推進事業、それからＩＣＴ活用スマート畜産

体制整備事業ということで、それぞれ応分のコ

ストがあってということなんですが、今後継続、

見直しということになります。

今回Ａ評価をいただいているんですが、これ

は個別の２９年度の予算の中でどういう事業が

あったかちょっと精査していないので大変恐縮

なんですが、今後、戦略的にどの程度まで園芸
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産地のスマート化を進めていくか、どの程度と

いうのは就農者とか、あるいは園芸者の数に対

してどの程度までということと、それから畜産

関係で言えば、どこまで経営体に対してＩＣＴ

を使った体制整備事業を行っていこうとお考え

なのかということをお伺いしたいのが１点。

それから②のところで、これは将来を担う新

たな経営体の確保育成ということなんですが、

漁業担い手総合対策事業、これも２，４００万

円程度なんですけれども、Ａ評価ということに

なっております。委員会で佐賀関に伺ったとき

に、佐賀関で漁業に携わろうとして県外から来

ている人、移住して佐賀関の一本釣りを勉強す

るとか、佐賀関で漁業をやりたいということで

来ている若者がいたんですけれども、そこでの

教育体系というのは弟子に入って教えられたり

とかいう関係が必ずしも十分でなかったような

感想を持ったんですけれども、そういうところ

の評価というのはこの中には入っていないのか

どうか。あるいはまた、そうした対策が少し検

討されていればお聞かせいただきたいと思いま

す。

まずは園芸品目におけるＩ伊藤園芸振興課長

ＣＴ化ですけれども、これについては、今まで

電照キクで実証的にやって今普及していると。

キクの温度とか光とかの調整をすることによっ

て収穫する時期が事前に分かる。収穫期をもと

に栽培をするということをＩＣＴで管理するこ

とによって、販売する時期に──キクの場合は

物見というのがあるんですけれども、それに合

致するような技術をＩＣＴでやっています。今

非常にいい成果が出ているところです。

それで、これからどういうのをするかという

ことですが、「ベリーツ」がありますけれども、

いちごの環境性をＩＣＴで管理するということ

で、温度、湿度、肥料、光等のハウス内の環境

をＩＣＴを使って、生産者のスマートフォンと

パソコン等に送り、居ながらにして管理する。

それと、匠の技術といいますか、うまい人の技

術をほかの人が見れるということで、品質の高

位平準化につながる。技術力を高めるツールと

してこのＩＣＴを使えるということ。果樹につ

きましては、ハウスみかんの匠の技術というこ

とで、匠の目はどこを見て作業しているかをＩ

ＣＴを使って、その匠の技術を新規就農者が真

似できるようにすることに取り組んでおります。

それがハウスみかんとぶどうとなしですね、こ

の品目については特に匠の技術というのが必要

なところがありますので、それを広く一般の生

産者の方々、新規就農者といいますか、そうい

う方にも利用できるような技術として広めてい

くことに使いたいと考えております。事業とし

ては、今やっている最中でございます。

ＩＣＴ活用スマート畜産体河野畜産振興課長

制整備事業についてお答えします。

畜産の分野では、種付けをして分娩するまで

が大体２９０日、それから早くて４０日ぐらい

で次の種付けをするということで、それを守れ

ていれば１年１産という形になるんですけれど

も、その辺が発情を見逃すとか、そういう状況

がある中で、ＩＣＴを活用して、いつ分娩をし

た、いつ頃発情が来るというのをスマートフォ

ンで確認できるようにやっております。現在２

６戸１，６００頭の県内の生産農家に参加して

いただいておりまして、最終的には１００戸３

千頭を目指して、そこまでいけば、１年１産近

くまでいって、生産の規模、生産者のもうけも

かなり大きくなるということで、ＩＣＴを推進

しているところです。

漁業担い手総合対策事業に景平水産振興課長

ついて申し上げます。活動指標として設けられ

ているのが、新規就業のインターンシップの高

校数、あるいは中核的漁業者等による漁村活性

化の取組数という指標です。

成果の指標としては、この制度を利用した新

規就業者数という指標になっております。

今御指摘のあった佐賀関の研修生が抱えてい

る課題、悩みについては我々も現地で聞き取り

を行っております。主な悩みとしては、いろん

な漁法について学びたいんだが、親方の漁法で

指導を受けざるを得ないので、もっと広く技術

を身に付けたいということが大きな点でした。

その点については、漁協とも相談して、来年度

からは、今まではかなり高齢のベテランの漁業
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者を親方としていたんですが、今実績を上げて

いるＩターンで来た方を親方として、今後はこ

の制度を運用していきたいという課題を持って

取り組もうとしております。より研修生の気持

ちに沿った内容の研修になると考えております。

園芸と畜産についてはよく分かりま小嶋委員

した。今最後に言われた漁業の関係は、佐賀関

のことについては、この評価の中には対象にな

っていないということでよろしいですか。

人数の中に佐賀関の漁業者景平水産振興課長

も入っております。成果目標の５名に対して実

績値５名なんですが、そのうちの１名だったと

思うんですけど、佐賀関の漁業者がカウントさ

れております。

委員の皆さんよろしいですか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、委員外議員の方、御質疑森委員長

はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、ほかに質疑もないようで森委員長

すので、②の報告をお願いします。

それでは、農林水産部安藤農林水産企画課長

が所管する公社等外郭団体の経営状況等につい

て御報告したいと思います。

お手元の青色の表紙の資料、県出資法人等の

経営状況報告概要書です。２枚めくっていただ

き目次を御覧願います。

当部が所管する団体は、出資比率２５パーセ

ント以上等の指定団体が、Ｎｏ．１５公益社団

法人大分県農業農村振興公社から、Ｎｏ．２１

公益社団法人大分県漁業公社までの７団体、次

ページの出資比率２５％未満のその他の出資等

団体が、Ｎｏ．１２大分県農業信用基金協会か

ら、Ｎｏ．１５周防灘フェリー株式会社までの

４団体、合計１１団体でございます。

本日は、指定団体のうち出資比率２５％以上

で、委託料や補助金等の財政的関与の高い６団

体について、経営状況や問題点及び懸案事項を

順次担当課室長から御説明してまいりますので、

よろしくお願いいたします。

資料の１５ペー加藤農地活用・集落営農課長

ジをお開きください。

公益社団法人大分県農業農村振興公社の経営

状況について御報告いたします。

項目３の事業内容ですが、１の農地中間管理

事業や４の大規模リース団地整備事業などを行

っています。

項目４の２９年度決算状況についてでござい

ます。下線の箇所のとおり６１５０万４千円,
の減少となっております。これは、その下に記

載しておりますが、大規模リース団地整備事業

の繰越により２９年度の事業量が減少し、それ

に伴って事業執行年度と補助金収入年度がずれ

たこと、また、長期保有農地の売却先決定にあ

たっての資産再評価により評価損が生じたこと

が主な要因となっております。

項目５の問題点及び懸案事項についてでござ

います。まず、年度ごとに変動の大きい大規模

リース団地整備事業の事業量確保が課題です。

関連予算や新規実施地区等の確保に向け、関係

機関との連携をさらに強化してまいります。

また、農業文化公園については、ＳＮＳ等を

活用した広報の強化やサービス向上のための職

員研修の充実により入園者数のさらなる増加を

図ります。

農地中間管理事業については、制度開始５年

目を迎え、国の制度改正の動きを注視するとと

もに、農業委員会等と連携しながら重点実施区

域での集積を進めてまいります。

続いて、資料の１７ペ－ジをお開きください。

一般財団法人大分県主要農作物改善協会でご

ざいます。

項目３の事業内容ですが、米麦及び大豆の種

子の確保と供給、また、品質改善に関する事業

を行っています。

項目４の２９年度決算状況についてです。下

線の箇所のとおり５９７万３千円の黒字となっ

ており、適切な生産供給計画と在庫管理が行わ

れているものと考えています。

項目５の問題点及び懸案事項についてですが、

まず、種子の供給不足が生じず、かつ不良在庫

が生じないように計画的採種に努めることが必

要です。品種ごとの需要動向を勘案した上で計

画的な採種を行うとともに、種子の在庫状況を
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四半期ごとに県に報告するよう指導していると

ころです。

また、主要農作物種子法が平成３０年４月１

日に廃止されましたが、県では、生産現場が混

乱しないよう主要農作物種子制度基本要綱を制

定し、これまでどおり種子の生産と供給を実施

しております。

資料の１８ページを御覧く河野畜産振興課長

ださい。

公益社団法人大分県畜産協会でございます。

項目３の事業内容ですけれども、畜産経営体

に対する経営及び技術改善や畜産物の価格変動

に対する価格差補 、家畜の衛生対策などに関?
する事業を行っています。

項目４の２９年度決算状況については、下線

の箇所のとおりでございます。１９１万９千円

の黒字となっています。これは、農家の収支が

悪化した場合に、その一部を補 する肉用牛経?
営安定特別事業の加入頭数の増加などが原因と

なっています。

項目５の問題点及び懸案事項については、県

内の家畜飼養頭数及び農家数の減少という課題

に対応するため、引き続き自主財源の確保対策

を講じながら、畜産農家の収益拡大に向けた経

営改善指導などに取り組む必要があると考えて

おります。

資料の１９ページを御覧く諏訪林務管理課長

ださい。

公益財団法人森林ネットおおいたでございま

す。

項目３の事業内容ですが、当法人については、

林業労働力確保に向けた各種保険等への助成な

どを実施しています。特に研修事業では、平成

２８年度からおおいた林業アカデミーを開講し、

林業経営を担う人材育成を図っています。

項目４の２９年度決算状況について、下線の

箇所のとおり２，３１５万６千円の黒字となっ

ています。これは、国債の運用などによる基本

財産の運用益確保と効率的な事業実施に努めた

ことが主な要因です。

項目５の問題点及び懸案事項について、当法

人は平成２３年度に損失を計上したことから、

経営改善計画を作成し事業の見直しなどを進め

た結果、５年連続の黒字化を実現したところで

す。県としては、今後とも法人の健全な経営が

図られるよう指導してまいる所存です。

資料の２０ページを御覧く岡田漁業管理課長

ださい。

大分県漁業信用基金協会でございます。

項目３の事業内容ですが、金融機関が中小漁

業者等への貸付金を保証する業務を主に行って

います。

項目４の２９年度の決算状況については、事

業収入、財務収益が減少した結果、当期収支が

１，９３５万円のマイナスとなっております。

これは、保証料収入の減少、出資金等の運用益

の減少などが主な要因です。

項目５の問題点及び懸案事項については、高

齢化や後継者不足による漁業者の減少や設備投

資意欲の減退などにより、保証料収入などのさ

らなる減少が懸念されるところです。

このため、現在国が推進する平成３１年４月

の全国漁業信用基金協会への合併に向け、他の

１７県とともに準備を進めています。この合併

を契機に、人件費の削減など経営の効率化を図

り、経営基盤をより安定的なものにしたいと考

えています。

資料の２１ページを御覧く影平水産振興課長

ださい。

公益社団法人大分県漁業公社でございます。

項目３の事業内容ですが、主にクルマエビや

マコガレイなどの放流用種苗の生産・販売及び

あっせんを行っています。

項目４の２９年度決算状況について、下線の

箇所のとおり１，１９６万８千円の黒字となっ

ています。これは漁業者等からの多様な需要に

きめ細やかに対応することで、収入の確保を図

ったことや餌代などの経費削減に取り組んだこ

とが主な要因です。

項目５の問題点及び懸案事項について、種苗

需要や燃料費等の変動など経営環境が厳しい中、

４年連続で黒字となっております。他方、老朽

化が進んでいることから、施設の更新・補修に

対応できるよう、さらなる収支改善に努めるこ
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とが必要です。

特に、老朽化が著しい国東事業場につきまし

ては、現在地での建替等を検討しているところ

です。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。質疑のある委員の

方、お願いします。

森林ネットおおいたで御説明いただ桑原委員

いた、おおいた林業アカデミーに関して質問し

ます。

この林業アカデミーでは１１か月の受講料が

無料、そして研修期間中、受講生は月額１２万

５千円の緑の青年就業準備給付金が支給される

高待遇となっておりますが、これを受ける条件

として、研修終了後、森林組合、林業会社、製

材設備を持っている会社と林業分野の事業体等

と常用雇用の雇用契約を締結して労働しなけれ

ばならない。さもなければ、給付金の全額返還

の対象となるということなんですけれども、こ

ういう条件ですと、自伐型林業のような自営業

型の林業は対象外ということになると思うんで

すが、大分県の中には、下毛の里自伐型林業研

究会のように自伐型林業を目指す人々もいるん

です。現行の林業だけを補助金で手厚く支援す

ることはフェアな行政と言えないと考えます。

様々な施業の可能性に対してオープンであるべ

きと考えますが、御見解をいただけますでしょ

うか。

自伐林家、自らの山を個人諏訪林務管理課長

で、もしくは自分が雇った人たちで伐採すると

いう経営体かと思います。今言った森林ネット

おおいたのアカデミー以外にも、森林ネットお

おいたに県が指定管理して行っている事業の中

で、例えば、伐採の研修とか、林業機械の研修

がございます。これにつきましては、当然募集

をして応募をいただくんですけれども、そうい

う方々も、自伐の方も当然対象に、伐採の研修

も受けていただけるという形になっています。

そのほかのいろんな林業の施策についても、必

要な国庫の条件を満たしていれば補助を受けら

れるという形になっています。

この事業に関しては調べたところ、桑原委員

この条件とかは県が決めているわけではなくて、

林野庁の決めたことで、県では変えることは難

しいと思うんですが、自伐型林業に関して、今

県下にどれぐらいの方がやられているのかとい

うこと。それと、これに対してほかの、これ以

外のものには補助とかがあると言ったんですけ

れども、それがどれだけあるのかということと、

ホームページの中に山村多面的機能発揮対策交

付金活動組織１次募集と、これにも対応するの

か教えてください。

自伐林家の数については手諏訪林務管理課長

元に資料がございませんので、また調べて、分

かる範囲内になると思いますが、御報告をさせ

ていただきたいと思います。

さきほどの補助の件ですけれども、お話させ

ていただいたとおり、森林ネットおおいたが、

林業アカデミー以外で伐採の研修とかをやって

います。これは補助ではございませんで、普通

に受けていただければ講習が受けられるという

形になっておりますので、ぜひともいろんな方

に受けていただければと思っております。

多面的交付金の件ですね、お話いただいたも

のですが、これにつきましてはちょっと詳細に

──多面的交付金は担当課長に代わります。

じゃ、あわせてその事業に関してお桑原委員

聞きします。

この添付資料の中に、森林山村多面的機能発

揮支援対策という資料が添付されているんです

けれども、その中に、林業成長産業総合対策の

うち、自立的経営活動推進というのがあります。

事業内容として、地域における自伐林業グルー

プなどによる将来的な林業経営の集約化に資す

る森林管理及び資源利用等の取組を支援となっ

ています。支援対象となる活動内容として、自

伐林業家が中心となって地域ぐるみの活動とし

て将来的に自立的な林業経営を目指して行う森

林管理及び資源の利用を図る活動とあげられて

おります。これは要するに、自伐林家が自立的

な森林経営をしようとすると林業経営を集約化

しなさいということだと思うんですが、ここで

言う集約化というのはどういうことか、あわせ

て教えてください。
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すみません、手元に事業の諏訪林務管理課長

要綱がございませんので、できれば調べて正確

に御説明させていただきたいと思っております

ので、少し時間をいただいてもよろしいでしょ

うか。

それはそれで結構なんですが、これ、桑原委員

もちろん林野庁の方針でずっと言われているの

は、戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎

える中、これらの森林資源を循環利用し、林業

の成長産業化を図ることが重要ですと、ずっと

これを基にして言われ続けているんですね。そ

の集約化が起こっているというのが現状だと思

うんですけれども、集約化することによって大

規模化して、それでかなり大きなコストが必要

になって、かえって林業経営を圧迫している。

しかも、それが環境にもよくないというような

経営面と環境保全という面で問題があるという

ような話が最近出始めております。私は前回の

６月定例会の意見書に対する討論でも申し上げ

ましたが、この５０年ほど経過したというとこ

ろが日本の２０１５年の独立行政法人森林総合

研究所の研究でも、スギは１４０年ほど、ヒノ

キが１００年ほど、５０年を過ぎてからさらに

成長すると、主伐期ではないということも書い

ているんですけれども、そういった現行の林業

に対するアンチテーゼとして、現在の間伐中心

の長伐期の自伐型林業というのが出てきている

んだというところなんですね。それを集約化し

ようとするというのは、その自伐型林業を発展

途上の林業だと捉えていると思うんですけれど

も、これはアンチテーゼとして出てきているも

のだから、こういう形で集約化するのはおかし

くて、やはり別の従来型林業に対するいろんな

環境とか経営面に対するおかしいぞというアン

チテーゼが出てきていますから、そういうとこ

ろを県もしっかりと研究していただきたいと思

います。この前の議案説明会の中で質問したと

ころ、そこまで詳しくは質問していませんけれ

ども、自伐型林業も否定はしませんがというお

話だったんですね。でも、今そういう問題が出

てきて全国で１千を超える自伐型をやろうとい

う方が出てきている中、県としてもそういうと

ころをちょっと勉強し始めてほしいと思うんで

すがいかがですか。

自伐についてですけれども、諏訪林務管理課長

自ら自分の山を管理できる方については、それ

は非常にいいことだなと思っています。ただ、

自分で自分の山を管理というのは、自分で切っ

たりとか植えたりということですけれども、そ

ういうことができない方というのが多数います。

そういう方につきましては、やれる方、実際は

林業事業体の方になるかと思いますが、そうい

う方にお願いして、お願いする以上は、その方

たちがばらばらではなく、そういうところは集

約しながらやっていくと。だから、自らできる

力を持っていらっしゃる方について、そういう

人は、やはりその方のいわゆる山の方針という

のがございますので、そういうところを尊重し

ながらやっていくと。ただ、そうじゃない方に

ついて、誰か地域でやっていただける方がいれ

ば、そういう方が集めてやっていくというのが

一つの形ではないかと思っています。自分でで

きる能力を持っていらっしゃる方は、やはりそ

ういうものをしっかり発揮していただくと。た

だ、そうじゃない方については集約化というの

がいい方向ではないかと我々は思っています。

最後の、今後その自伐型についても桑原委員

研究していくという、そういったお話は聞かれ

ませんでしたけれども、県の林業発展とか持続

可能な林業経営を考えるときに、この自伐型と

いうのをやはりある程度どうなのかという見解

を今後しっかりと問うていきたいと思いますの

で、県はこれに行かないので全然関係ないんだ、

県の林業には発展しないんだという見解なのか、

これも考えていかなきゃいけないのかと、その

辺は認識をしっかりと作っておいていただきた

いと思います。

２０ページの漁業信用基金協会、こ久原委員

れを見ると、問題点及び懸案事項で、いわゆる

漁業経営の取り巻く環境は非常に厳しく、高齢

化、後継者不足、漁業者の減少、設備投資意欲

の減退、それと同時に保証料収入が減少した。

低金利に伴う出資金等の運用益が減少したとい

うようなことで書いておるわけよね。それで、
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これは漁業信用基金協会、今度４０ページには

農業信用基金協会がある。ここはもう代位弁済

の減少に努めることで安定した経営が見込まれ

ていると。同じような農業者でも、こういう傾

向というのはあると思うんやが、その環境が非

常に厳しく高齢化だとか、あるいは後継者不足

だとか、漁業者の、農業者の減少だとか、そう

いう状況の中で、こっち側はいいのにこっちの

漁業信用基金協会はもう撤退して、そして全国

漁業信用基金協会と合併すると。今度合併した

ときに、あとは大分県なんかどげんなるんかい。

同時にどうしてこの違いが出たんかということ

についてちょっと説明して。

全国協会に合併したときの岡田漁業管理課長

その後の全国協会の状況につきましては、現在

大分県協会の基金が約１５億円ございますけど、

合併後は５２８億円と非常に大きくなります。

また、保証残高につきましても大分県協会２５

億円ですが、合併後は１，７２４億円と非常に

大規模になってまいります。

以上でございます。（「何の意味か分からん。

合併するけん」と言う者あり）

すみません、質問の趣旨を誤解しておりまし

た。どうも申しわけございません。大分県協会、

現在専務理事を含め職員５名の体制でやってい

るんですけど、合併後は職員数の見直し等を図

って人件費の削減を図ってまいろうと組織自体

は思っております。

少し補足させていただきます。村井審議監

農業との比較、必ずしも情報として比較材料

を持っておりませんけれども、こういった形で

財務基盤等が厳しくなっているということで、

国の指導により全国合併していこうということ

でございます。既に一次合併しているところが

ありまして、全国全体を来年４月には合併して

いこうということでございます。

その後につきましては、それぞれの財務基盤

のものはそれぞれ線引きをした上で、今までの

保証料とかをむしろ下げる方向での検討もしな

がら、財務基盤が強くなりますので、漁業者に

は今まで程度、それ以上しっかりと信用保証が

できるような体制を作っていくことで、そうい

う条件でもって今取組を進めているところでご

ざいます。

質問のあった漁業と農業の信用協会森委員長

の、こちらは黒字だけどこちらは赤字という、

その差はどこにあるのかということですが。

大変ざっくりとした話で恐中島農林水産部長

縮なんですが、まず漁業の基金協会は非常に規

模が小さいと。規模が小さい中で縮小していく

と、その人員がなかなか、今の人員ではどうに

もお金を捻出できなくなってきたというところ

であります。

一方、農業の方は、漁業と違って組合員だけ

ではなくて準組合員、この辺のところの貸付け

というようなところも入ってきますので、規模

が全く違って、その辺のところで柔軟に対応が

できるということになっています。

農業信用基金協会と漁業信用基金協久原委員

会は、事業内容を見ると１も２も同じなんや。

同じようなことをしよって、今部長が言うよう

に規模が小さくなったらこげんなるのやったら、

いずれ農業もすぐ後を追うのは目に見えちょる

じゃねえか。そうじゃなくて、どうやってこう

いうのをやるかということを考えんと、漁業信

用基金、全国の方に行ったら人数は減る。そし

たらまた今度は漁業者に対するいろんな指導だ

とかに対してはどんどんまた低下していく。そ

こら辺を漁業協同組合とどういう形でつないで

いきながら、そしてやっていくんかとかいうと

ころが全然見えんで、ただもう小さくなって、

もうだめだからどんどん減していくというだけ

しかもう見えんじゃない。

漁業信用基金協会につきましては、村井審議監

さきほど職員の合理化とか申し上げましたが、

各県に支店は依然として設けて今までどおりの

業務は引き続きやるということが前提になって

おります。その上で、財務基盤を強くすること

で資金の運用であるとかいろんな取扱い、ある

いは統合できる部分の総務的な部分、そういっ

た部分の経費削減等々により、今までよりも基

盤の強いものにしていくと。これは全国全体で

の共通した理解としてそういうことがございま

す。したがって、現地で事務所がなくなったり
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する、これは信用保証でございますので、要す

るに借金した場合の保証についての基金協会で

ございます。その業務については今までどおり、

あるいはそれ以上にむしろ保証料を下げる方向

での検討をしていこうという流れになっていま

して、これまでよりも信用保証という意味での

機能が低下するということはないと理解して進

めているところでございます。

農業信用基金協会に田邉団体指導・金融課長

ついて少し御説明をさせていただきます。農業

信用基金協会、大きく二つの保証をしておりま

して、一つは農業資金の保証をしております。

特に農業近代化資金の保証を、農業者に対する

保証をしておりまして、その近代化資金につい

ては新規就農者とか、小規模な就農者から資金

需要がございます。そういった意味で、今県が

取り組んでいる新規就農の取組の中で近代化資

金については資金需要が年々増えているという

状況であります。

それから、もう一つは部長からも申し上げた

とおり、農協の組合員の中で準組合員、要は農

協に預金を持っている方、そういった方の例え

ば、住宅ローンの保証とか、あるいは車のロー

ンの保証とか、そういう一般資金に対する保証

も農業信用基金協会で保証しておりますので、

当面こういう形では保証についてやっていける

と認識をしております。

いいですか。（「もういい」と言う森委員長

者あり）

１７ページの種子法が廃止になっ元 委員

たわけですが、これは民間に委ねるということ

のようですけれども、この種子法が廃止になっ

たことで県の財源でマイナス部分というのがあ

ったのかないのかということと、将来民間会社

に委ねていこうということなんですけど、そう

いった企業といいますか、会社というのはどん

なところがあるのか教えていただきたい。

民間事業者の参加藤農地活用・集落営農課長

入について、今のところ大分県の種子生産事業

に対して民間事業者からの参入の問合せ等はご

ざいません。全国的には一般事業者が種子生産

をしている事例はあります。

あと、県の予算確保の状況ですが、昨年から

今年に関して指定対象の原種及び種子生産に関

する予算措置については同額を措置しておりま

す。

種子法があったときは、例えば、元 委員

それに対して国からの補助金とか、何か交付措

置とかあったんですかね。単費でやっていると

いうことでいいんですか。

昨年までは、国加藤農地活用・集落営農課長

からの──すみません、交付金か補助金かちょ

っと分かりませんが、昨年も予算措置がありま

したが、今年も引き続き国から地方交付税で同

額の予算措置がされるという文書が来ており、

措置されております。

１点教えていただければと思うんで小嶋委員

すが、１５ページの農業農村振興公社の代表者

が勝本審議監になられていますね。これは６月

に代わられているのと、それから、村井審議監

が基金協会と、それから漁業公社の理事長をそ

れぞれ兼務なさっているんですが、今さらこん

なことを聞いて恐縮なんですけど、現職の審議

監、県の幹部がこういうところの法人の代表者

を務めることの意義ということについて、今一

度確認させていただきたいと思います。

私は農業農村振興公社の理事を６勝本審議監

月から務めさせていただいています。この事業

の内容が国とか県とか、そういう施策にのっと

った形で事業展開していく、そういう業務を担

っていただくというような面も非常に多うござ

いまして、それと正に県の出資金も非常に大き

な金額なんですが、そういった施策がきちんと

遂行されているか。されていない場合には、施

策というのは県からお願いすることなので、県

としても、その公社にしっかりと働いてもらう

ために公社の動きをリアルタイムで知るという、

そういう意味合いも込めてきちんと施策が遂行

できるように理事長を務めさせていただいてい

ると理解しています。

そういう趣旨だろうと思うんですが、小嶋委員

一方で畜産協会ですね、近藤議員が理事長をな

さって、ここも４４．９％の出資金があるんで

すけど、特に今勝本審議監が言われたような趣
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旨はあったとしても、民間人であっても構わな

いということでいいのかどうか。

議員がその団体の請負をす河野畜産振興課長

ることにつきましては、地方自治法第９２条の

２で問題になっておりまして、その中で全体の

半分以上を請け負うとか、金額的なものとか、

そういうのも最高裁で判断されております。そ

の場合に４５％を請負比率であった場合には、

その場合は主要部分を占めているということは

明らかだということで、半分以下の４５％の場

合は最高裁で占めているという結論が出ている

んですけれども、３７％、それから３３％、２

３％、２２％、３％の場合は主要部分を占めて

いるということはできないと言われておりまし

て、近藤議員は会長をされていますけれども、

全く無報酬ということでされておりますので、

問題はないと考えております。

全体的な話をさせていただ中島農林水産部長

ければと思うんですけれども、それぞれの団体

方針でどういった代表者を選ぶかというのは、

それぞれの法人の定款なりで決まっている。こ

れは当たり前の話なんですけれども、その中で

社団法人であればその社員とか構成員、あるい

は財団法人であれば、そこの評議員なり、その

団体にとってどういう人が一番いいのか。さき

ほど勝本が申し上げたように、例えば、農業農

村振興公社であれば、ほとんどの事業が県の事

業とかぶっているというところで、やっぱり県

の方がいいと、県からというような形で、そこ

の団体の中で、社団の中で判断をしていただい

て、こうなっているということだと思います。

さきほど近藤議員のことを申し上げ小嶋委員

たのは、近藤議員がなっているというのはおか

しいじゃないかという、そういう指摘でも何で

もありません。逆に近藤議員がなられて、民間

人であることは間違いないので、こういう村井

審議監とか勝本審議監がなられているところも

民間人でやることはおかしくないんですねとい

うことの確認なんですね。県の職員じゃなくて

民間人の場合は、それはおかしくないのかとい

うことの質問ですけど、それについては特に問

題はないんですね。

特に問題ないと考えていま中島農林水産部長

す。

それでは御質疑はよろしいですか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方、御質疑はありませ森委員長

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、ほかに質疑もないようで森委員長

すので、次の③から⑤の報告をお願いします。

委員会資料の３ページをお樋口森林保全課長

願いします。

耶馬溪町金吉地区の山地崩壊に関する原因究

明等の中間報告について御報告します。

４月１１日に発生した今回の山腹崩壊は、極

めて特殊かつ類似事例のまれなものであったこ

とから、発生原因の究明にあたっては、詳細な

調査と高度な分析、評価が不可欠であり、幅広

く知見や意見を集約して慎重に検討を進めてい

くことが求められています。

そのため６月２８日に、卓越した知識と豊富

な経験を有する学識経験者からなる山地崩壊原

因究明等検討委員会を設置し、崩壊原因の究明

や恒久対策などを検討していただいています。

８月までに２回の委員会が開催され、これま

での検討結果が８月２８日に中間報告として取

りまとめられました。

２中間報告の概要を御覧ください。

次のページの図面もあわせて御覧いただきた

いと思います。

まず、崩壊地の特徴として、Ａブロックは基

岩の凝灰角礫岩を数千年前の大規模崩壊による

土石等が覆っておりまして、今回はこの崩積土

が壊れたとの見解が示されました。

崩壊の機構としては、崩積土に接している変

質した凝灰角礫岩の土質強度が風化により徐々

に低下して、さらに上方斜面から供給された地

下水によって、すべりに対する抵抗が弱まり崩

壊に至ったとの見解が示されました。

対策工法については、各ゾーンの特性にあわ

せて、アンカー工や法面工、落石対策工、崩壊

地内の地下水を排除するための集水井の設置な

どが必要との見解をいただいています。
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３のスケジュールですが、この中間報告に基

づき、９月６日から不安定な土砂を取り除く工

事に着手しており、今後、迅速に本格的な復旧

工事を進めてまいります。

また、原因究明等に向けては検討委員会での

調査を継続し、年内に最終報告をいただく予定

でありますので、その結果を今後の防災減災対

策に生かしていきたいと考えています。

資料の５ページをお願い堤農村基盤整備課長

します。

ため池緊急点検について御報告いたします。

本年７月豪雨では、他県において農業用ため

池の決壊等により、下流の家屋や公共施設等に

対する被害が発生しました。こうした状況を踏

まえ、農林水産省から全国のため池について緊

急点検を実施する方針が示されたことから、本

県においても市町村等と連携して対応したとこ

ろです。

２のため池緊急点検の概要ですが、県下には

２１５０か所のため池があります。そのうち、,
下流の家屋１戸以上、または公共施設等に影響

のある１３８５か所を選定し、８月２日から,
３１日にかけ、堤体の亀裂、漏水の有無、洪水

吐や取水施設の損傷、ため池周辺の斜面等の状

況を目視にて点検しました。

３の点検結果についてでございます。決壊の

おそれがあるなど、緊急対応が必要なため池は

確認されていません。他方、今後の豪雨や台風

等に備えて応急措置が必要と判断したため池が

２７か所ありました。

４の今後の対応として、これら２７か所のた

め池については、水位を下げて管理を行い、排

水施設の土砂撤去など適切な措置を急ぎ講じて

います。

資料の６ページをお願加藤農村整備計画課長

いします。

国営大野川上流土地改良事業におきまして、

今回、事業完了後の大蘇ダムなど施設の維持管

理について、国の支援策が示されましたので御

報告します。

１の国営大野川上流土地改良事業の概要です。

受益面積は、大分県、熊本県合わせて１８６,

５ヘクタール、うち大分県が１６０４ヘクタ,
ールと約９割を占めています。事業内容は大蘇

ダムの造成と幹線・支線水路等の整備であり、

総事業費は７２０億６千万円となっております。

２の浸透抑制対策の実施状況についてですが、

大蘇ダムは平成１６年度の完成後に実施した湛

水試験の結果、満水時において計画の約２０倍

となる水が浸透――漏水していることが判明し

ました。

このため、平成２５年度からその対策工とし

て標準断面にお示ししているように、貯水池の

法面部に厚さ１０センチメートルのコンクリー

ト吹付工、池底部に土質ブランケット等――不

透性の土を置くのですが、この工事を実施して

おります。現在、事業費ベースで９３．８％の

進捗となっています。

次に、３の施設の維持管理に向けた協議状況

でございます。大蘇ダムは全国的にも例がない

浸透抑制対策工の実施など特殊性のあるダムで

あるため、地元からは完成後の維持管理に対し

て不安の声が上がっており、これまで国に対し

て、議員の皆さま方のお力添えもいただきなが

ら供用開始後の支援を要望してまいりました。

今回、事業完了を来年度に控え、改めて農林

水産大臣に対し、知事より直接要望を行いまし

た。

その結果、大臣から①予定通り３１年度に事

業を完了させ翌年度から供用開始すること、②

浸透抑制対策工の効果や安全性の確認は国が責

任を持って行うこと、③万が一、補修が必要と

なった場合には国直轄事業で対応すること、④

維持管理組織への支援は国の出先機関に職員を

配置して細やかな対応を行うことなど、満足の

いく前向きな回答をいただきました。７月７日

には、早速、竹田市や地元土地改良区等に対し

て、知事から要望結果を伝え、地元からも国の

回答内容を納得していただいたところです。

今後は、地元の維持管理組織が行うダム等の

施設操作や国が行う浸透抑制対策の効果検証が

効率的に実施できるよう、引き続き国、竹田市、

土地改良区などの関係機関としっかりと協議調

整を図ってまいります。
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また、当地域が全国のモデル産地となるよう、

地元の方に大蘇ダムの水を積極的に活用してい

ただき、もうかる農業を目指して、営農指導や

啓発活動に努めてまいります。

③から⑤の説明が終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。委員の皆さまお願

いします。

危険箇所ではないけど、用心した元 委員

方がいいというため池が２７か所あるというこ

となんですけれども、せっかくここまで資料を

作ってもらったので、そのため池の名前と場所

の一覧をもらえたらいいかなと思っています。

また、この箇所については地元で、例えば、各

市町村である程度地元にそういう話が通ってい

るのかどうかお聞きしたいんですけど。

ため池の名前、それから堤農村基盤整備課長

所在地等につきましては、後ほど委員の皆さま

方にお知らせしたいと思っております。

なお、この損傷の状況でございます。管理者、

市町村も含めて、現場で立ち会っておりまして、

今後どうするかという検討も含めて話し合った。

それと、ここにも書いておりますが、水位を下

げて今後応急的に対応していただくというとこ

ろもお願いしております。地元にも伝えており

ます。

２，１５０か所あって、１，３８５小嶋委員

か所を今調べているんですけど、残りも調べる

んだと思うんですが、その後、また２７か所の

ような池が出てくるという可能性があるのかど

うかですね。

現在、この対象箇所１，堤農村基盤整備課長

３８５か所というのは、下流に家屋や公共施設

等に被害を与える可能性があるため池というこ

とで限定したもので、その他については、今の

ところこの緊急点検はないんですが、今後計画

的な改修等で市町村と逐次進めていくようにな

ろうかと思っております。

それと、管理者等も含めて年に数回、通常の

点検をやっていますので、そのときに異常があ

ればこちらの方にも情報が入るような仕組みに

なっております。（「分かりました」という者

あり）

この大野川上流土地改良事業は、昭久原委員

和５４年に出発したんやな、もう４０年近くた

って、もう５０年近くずっと事業がなっちょる

んやけど、昭和５４年に大蘇ダムを造るための

費用は、一番最初は何ぼと言うたんか。

当初の事業費は約１３加藤農村整備計画課長

０億円でございます。

私は、ここに行って言うたことがあ久原委員

るんやけどな、受益者負担ということで、農業

者とかがいっぱいおるわ、そげん人たちに１億

円か２億円の銭をやった方がよっぽど安上がり

じゃねえかと、何のためにこんなことをしよる

のかということを俺は言うたことがあるんやけ

どな。やっぱり７００億円もかけてから、これ

だけして何か効果があるんかい。そして同時に、

どげんやってこの農業がもうかるの。

当初は今委員がおっし加藤農村整備計画課長

ゃったように、荻柏原地域の水田が主でありま

して、そちらがしょっちゅう干ばつを来すとい

うことで、その水田の補水と、新たに菅生地区

とかに――露地で今野菜を栽培しておりますが、

水がないために計画的な生産ができないと。苗

はできたけど定植できないとか、そういったこ

とから計画しております。

また、荻の水田ではトマト栽培も盛んでござ

います。当時の１３０億円のときももちろんそ

ういったものの効果は算定されておりましたが、

現在では、それ以上に畑地化も含めまして、園

芸部門で荻ではトマトも水田に施設を建てて栽

培しておりますし、また、菅生も露地野菜では

今スイートコーンとか、またレタス、葉物もそ

うですが、そういったものでかなり収益を上げ

ているところです。それに今回水を安定的に供

給することでそういった作物の生産の効果とか、

地元の農家の所得向上にきちっとつながるとい

うことで効果検証をして、国と協議した上で今

の事業費でもきちっとその効果が出るというこ

とを把握しております。

出るというのが分からんけれども、久原委員

もういい。（「頑張ります」と言う者あり）

委員外議員の方は。森委員長

耶馬溪町金吉地区の山地崩壊木付委員外委員
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ですけれども、不安定な土砂を取り除くという

ことなんですが、どの場所をどれぐらいの量取

り除くのか教えてもらえれば。

ただいま御説明申し上げま樋口森林保全課長

した不安定な土砂というのは、Ａブロックの一

番上にたくさん土が乗っているところの、専門

的な言葉で排土工と言いまして、地滑り土塊の

地面を押す方の、斜面の上部にある土をどけて

下流に押さえる方に移動するという工事です。

本格的ないわゆる崩壊、下の方に落ちていく土

砂を取り除くのは、もうちょっと後から取りか

かります。そういった工事イメージです。

それをやるとＡブロックの活木付委員外委員

動はなくなるということでいいんですか。

活動がなくなるのは最終的樋口森林保全課長

に集水井戸を掘って、それからアンカーを打っ

てからです。今回の排土工で改善が見込まれる

のは安全率で言ったら３％です。だから、最初

の安全率が今９８％、水位が上がったときです

けど見込んでいるんですが、３％改善するので

１０１％となり、ぎりぎり動かないぐらいの状

況になります。そういった状況で安全確保して

から井戸を掘るという、そういった工程スケジ

ュールになっております。

最終的には水を抜けばここの木付委員外委員

崩壊の動きというのは収まるという考えで集水

井とかボーリングですかね、暗渠工とか、そう

いうのをやるということですか。

水を抜くことで、少し数字樋口森林保全課長

がうろ覚えで申しわけないんですけど、確か１

１０％ぐらいまで改善します。アンカーを打つ

ことで１２０％になる。そういった工事スケジ

ュールです。

関連で、ここの現地には同じよう元 委員

な山の地形がずっと道路沿いあるんですけど、

この崩壊したところ以外は、地盤的にどんな状

況なんですか。

それに関しまして、引き続樋口森林保全課長

き委員会の方で類似箇所の抽出の方法等につい

て検討していただくことになっております。な

かなか外から見ただけでは分からない、今回特

に崩壊した土がたまっていたというのは、それ

こそ本当に委員会の中でも想定外のことでした。

そういったことをどうやって探っていくかとい

うのが今後の大きなテーマになろうかと思って

います。

よろしいですか。（「はい」と言う森委員長

者あり）

それでは、ほかに質疑もないようですので、

次の⑥から⑧までの報告をお願いします。

資料の７ページを御覧いた諏訪林務管理課長

だければと思います。よろしくお願いします。

⑥の森林経営管理法について御報告します。

まず、法律ができた趣旨について御説明いた

します。森林所有者の経営意欲の低下や所有者

不明森林の増加等が懸念される中、森林資源の

適切な管理等を図る必要があります。国では、

森林経営管理法を整備し、市町村を介して経営

意欲の低い森林所有者の森林を意欲と能力のあ

る林業経営者につなぐという仕組みを作りまし

た。また、民間が経営できない森林は、市町村

が自ら経営管理できる仕組みを構築することと

なりました。

この法律は本年５月に成立して、平成３１年

４月から施行されるということになります。

次に、法律の概要についてですが、１点目は

森林所有者の責務の明確化です。

森林所有者は、適時に伐採・造林・保育を実

施することにより、適切な経営管理を行わなけ

ればならないと規定されています。

２点目は、森林の経営管理の仕組みです。

図の①を御覧ください。市町村は、森林の整

備状況とか、所有者の意向を調査します。その

上で、森林所有者から経営委託の希望があった

場合は、市町村で経営管理集積計画を作成し、

立木の伐採、木材の販売、造林・保育などを行

う経営管理権を市町村が森林所有者から取得で

きる仕組みになっております。

この経営管理権を取得した森林について、二

つの方法で管理することになります。一つ目は、

図の②にあるように、林業経営に適した森林の

経営を意欲と能力のある林業経営体に市町村が

再委託する方法です。二つ目は③にあるように、

市町村が経営を再委託できない森林――民間が
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これは管理できないという森林を、市町村が自

ら経営管理する方法です。この二つの方法が用

意されています。

この法律の施行により、これまで経営管理が

放棄されていた森林の整備が促進されることが

期待されます。

また、平成２９年１２月に閣議決定された平

成３０年度税制改正大綱の中で、さきほど申し

ました森林関連法令の見直しを踏まえ、仮称で

はありますが、森林環境税及び森林環境譲与税

を創設して、森林環境税は平成３６年度から課

税、森林環境譲与税は平成３１年度から地方自

治体に譲与する旨が明記されています。

この森林環境譲与税を活用し、市町村は森林

所有者が経営を放棄した森林の整備を中心に、

県は市町村行政の支援等を実施することになろ

うかと考えています。こちらは、まだ法律がで

きていませんので、その法律をしっかり見てか

らということになろうと思いますが、県として

は、この制度が円滑に運用されるように、市町

村ごとに法律の具体的な運用方針でありますと

か、森林整備等に関する市町村ごとに必要な事

業の検討、支援ということを今やっています。

また、国の森林環境譲与税については、森林

経営管理法による市町村が主体となって行う経

営放棄森林の整備推進、県の森林環境税は、今

５００円ずついただいていますが、再造林の支

援等の循環型林業の支援が主な使途になろうか

と思っています。市町村とともに両税の効果的

な活用について検討を進め、本県全体の森林整

備をさらに促進していきたいと考えています。

資料の８ページをお太郎良地域農業振興課長

願いします。

秋の恒例イベントとして定着している、平成

３０年度の大分県農林水産祭について御報告し

ます。

１にありますように、本年度は１０月１３日、

１４日に別府公園で農林部門を、翌週の１０月

２０日、２１日に水産部門を亀川漁港で開催し

ます。

３にありますように、「うまいがいっぱい！

『旬のおおいた』勢ぞろい」をスローガンに、

本県農林水産業の振興に向けた取組をアピール

し、県民の農林水産業への理解や地産地消への

意識が一層深まるような内容としています。

また今回は、同じ時期に国民文化祭、障害者

芸術・文化祭が開催されることから、農林部門

の会場である別府公園には、世界的彫刻家であ

るアニッシュ・カプーア氏のモニュメントが展

示されるほか、高校生による茶会の開催など、

農業と芸術文化の両方を楽しめる内容となって

おり、ＯＰＡＭから無料シャトルバスも運行さ

れる予定です。

委員の皆さま方には、改めて御案内いたしま

すが、ぜひ御来場賜りますようお願い申し上げ

ます。

資料の９ページをお森迫森との共生推進室長

願いします。

第１８回豊かな国の森づくり大会の開催につ

いて御報告します。

県では、森林を県民みんなで支える意識を醸

成するため、県民総参加の森林づくり運動を展

開しております。その運動の一環として、豊か

な国の森づくり大会を毎年開催しております。

本年度は１１月１０日土曜日に竹田市直入町の

市有林で開催します。

今回は、竹田市が平成２８年度より公益財団

法人イオン環境財団と実施している、大分県竹

田市植樹祭と共同で開催することから、地元市

民をはじめ、県内外のより多くの方々に参加し

ていただきたいと思っています。

なお当日は、式典会場である竹田市直入支所

で、直入地域ふるさと振興祭も行われており、

大会終了後は、地域の物産もお楽しみいただけ

ます。委員の皆さま方にも、ぜひ御来場賜りま

すようお願い申し上げます。

⑥から⑧までの説明が終わりました。森委員長

予定の時間を超過していますので、委員の皆さ

ま、質疑があれば簡潔にお願いします。

森づくり大会ですけど、前に何回元 委員

か行ったんですが、特にひどかったのが耶馬溪

だったか山香だったか、広葉樹があるのを全部

伐採して、わざわざこれ用に伐採して植えたと

いう事例がありまして、何てばかげたことしよ
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るんやろうかなとつくづく思ったんです。最近

はそういうことがないのかということと、市有

林ですからそういうところは要らんのでしょう

けど、例えば、皆伐してもう植えられないよと

いう地域の山も結構あると思うんですよ。だか

ら、そういうところに広葉樹を植えていいです

かとか了解を取って、こういうことをやったら、

山の所有者も助かるんじゃないかなと思うんで

すけど、そこら辺はどうですか。

今回は書いていると森迫森との共生推進室長

おり、市有林、人工林を切った後に広葉樹を１

０種類ほど植えるようにしておりまして、最近

はこういう傾向が増えております。

それから、過去には共有林等、大面積を皆伐

した後に手つかずのものが残っているというと

ころで、市町村と協力して御理解をいただいて

開催した経緯もございますので、場所としては

市有林、共有林等理解をいただける場所で開催

していこうと思っております。

よろしいですか。（「はい、いいで森委員長

す」と言う者あり）

質問を一つ、お願いを一つしたいと土居委員

思います。

森林経営管理法で経営管理権を取得した森林

のうち、林業経営を再委託できない森林等につ

いては市町村が直接管理をするということにな

っています。ただ、市町村の状態を見ますと、

林業や森林土木等を学んでいない職員ばかりで

管理できるのかなと思うんですが、その辺どの

ように体制づくりをしていこうとされているの

か伺います。

それからもう一つはお願いですけれども、農

林水産祭です。去年会場前の駐車場に止めよう

と思ったら、ここは県議の場所じゃないと、ほ

かに停めてくれと言われて駐車場を探し回った

思い出があります。たまたま別府の原田議員も

断られてさまよっていたので、一緒に県警が違

法な監視カメラを設置した労働組合の会館に行

って駐車させてもらいました。でも、県議は買

物をいっぱいするので、荷物が多くてすごくき

つかったんです。買物せざるを得ないので、少

し配慮していただければと思っています。よろ

しくお願いします。

森林経営管理法の関係につ諏訪林務管理課長

いて御説明をさせていただきます。

市町村の体制ですが、委員御指摘のとおり、

今まで林業木材関係の行政は、どちらかという

と県が主導する形で、市町村の方と一緒にとい

う形が多かったので、今おっしゃられたような

体制なのかなと考えています。ですので、この

法律ができたからといって市町村に、言い方は

悪いですが、丸投げという形ではなくて、当然

県でもしっかりと支援させていただくというの

は、これは当然かと思っています。また、何分

新しくできた制度ですので、振興局単位でみん

なで寄り合って話し合う体制づくりもそうです

が、林業の関係団体も一緒になって、市町村の

行政をそこに入り込んで支援をするということ

もしっかりやるという形で、民間団体にも今、

これは内々ですけど、そういう仕組みができな

いかという形で要請をしております。また、譲

与税がございますので、その使い道とかいろん

なことも含めて、市町村の体制支援を人的な面

も、いろんな面、物心両面でやっていきたいと

考えています。（「よろしくお願いします」と

言う者あり）

昨年は大変申し訳あ太郎良地域農業振興課長

りませんでした。今年は本当に御来賓の皆さま

方の駐車場も検討させていただいて、また御連

絡したいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

委員の皆さまよろしいですか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、以森委員長

上で諸般の報告を終わります。

この際、何かございませんか。（挙手する者

あり）

すみません、さきほど桑原諏訪林務管理課長

委員から御質問をいただいた件について、端的

に御説明をさせていただきたいと思います。

まず事業名、御質問いただいた森林山村多面

的機能発揮支援対策というのがございます。こ

ちらについては、さきほど委員がおっしゃった

集約化とはどういうことなんだということがご
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ざいました。まず支援内容については、間伐、

主伐をやったところについて、自伐林家の方々

が３名ぐらいでグループを作っていただければ、

１ヘクタール当たり１２万円程度のお金が定額

で出ますとか、もしくは作業道を造ったら、そ

れについても支援がありますという形です。

集約化については今お話ししたとおり、集約

化で何か物を、土地を集めなさいというよりは、

自伐林家の方が３名ぐらい集まってみんなでや

っていこうという形で、そういうグループで申

請することをもってこの事業に取り組めるとい

うことだと我々は解釈しています。こちらにつ

いては、林野庁の制度は山の整備に必要な機材

についても一定割合で支援が出るということに

なっています。

もう一点、自伐林家がどの程度あるのかとい

うことですが、すみません、個々の方がどの程

度やってるか全て把握はできていません。大分

県、国の制度で森林経営計画があります。これ

は一定程度以上の面積を持つとか、そういう要

件がありますが、そういうものを作ってある程

度大規模にとやっていらっしゃる方が県内で５

組ございます。森林組合とか事業体じゃなくて

ですね。個人が発展した事業体もありますが、

いずれにしても５組の方が自伐という形で経営

計画を作って森林整備を行っています。

その件に関して、また、桑原委員に森委員長

資料をもって詳しい説明をお願いいたします。

それでは、これをもちまして農林水産部関係

の審査を終わります。

執行部の皆さまは、御苦労さまでした。

委員の皆さまは、この後協議がありますので、

もうしばらくお残りください。

〔委員外議員、執行部退室〕

これより内部協議に入ります。森委員長

閉会中の所管事務調査の件について、お諮り

いたします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中継続調査をいたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を取森委員長

ることにいたします。

次に、参考人招致について協議いたします。

まず、事務局に説明させます。

〔事務局説明〕

以上、事務局に説明させましたが、森委員長

御質疑等はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、この案で決定いたします。森委員長

次に、県内所管事務調査について協議いたし

ます。

まず、事務局に説明させます。

〔事務局説明〕

以上、事務局に説明させましたが、森委員長

御質疑等はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、この案で決定いたします。森委員長

なお、今、決定をいただきました、参考人招

致と県内調査については、本日、午後からこの

部屋で開催しますので、引き続き、委員の皆さ

まの御出席をお願いいたします。

それでは、一旦、休憩いたします。午後は、

１時３０分に再開いたします。

お疲れさまでした。

午前１１時５５分休憩

午後 １時００分再開

休憩前に引き続き、委員会を開きま森委員長

す。

午後からは、参考人招致と所管事務調査を行

います。

まず、私から御挨拶を申し上げます。

県議会農林水産委員長を拝命しております。

森誠一でございます。よろしくお願いします。

大分県土地改良建設研究会の利光会長には、

大変お忙しい中にもかかわりませず、本委員会

に御出席いただき、誠にありがとうございます。

また、事務局長の甲斐さんも同席いただいてお

ります。委員会を代表いたしまして、厚くお礼

申し上げます。

さて本日は、土地改良事業の技術向上や合理

化、また、会員企業の情報共有等を目的として
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設立された大分県土地改良建設研究会について、

組織の概要や活動内容、最近の土地改良事業な

どの諸課題についてお伺いするため、利光会長

に御出席をお願いしたところです。

これまで、農林水産委員と土地改良建設研究

会役員とは毎年懇談会を持ち、事業等に対する

要望をいただいたり意見交換を行ってきました

が、今回は趣向を変えて、土地改良研究会の組

織や概要、活動内容をお伺いし、さらに、最近

の土地改良事業や災害復旧工事などに関する課

題や要望などをお聞かせいただくことで、私ど

もの委員会審査の充実を図ってまいりたいと考

えております。

どうぞ、気を楽にされ、ざっくばらんな意見

交換をさせていただきたいと思います。

それでは、まず、私ども委員の自己紹介をさ

せていただきます。

〔委員自己紹介〕

本日は、利光会長から御挨拶と説明森委員長

をいただきまして、最後に質疑応答という流れ

で進めたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

皆さんこんにちは。農林水産委員利光参考人

会の委員さん方には大変お忙しい中をお時間を

いただきまして、誠にありがとうございます。

私ども土地改良建設研究会の事業運営に御指

導、御鞭撻をいただいておりますことをこの場

を借りて厚く御礼申し上げます。

今日はいつもと異なり、参考人招致というこ

とで機会をいただきました。我々は参考人招致

ということで、いかにも悪いことをしたのかな

という気がして来るんですけれども、今日はそ

ういう形で、具体的な話をさせてもらおうとい

うことで、あえてこういう形をとらさせていた

だきます。

座って話してよろしいですか。

はい、どうぞお座りください。森委員長

お手元にワンペーパーが入ってい利光参考人

ると思うんですけれども、九州各県の自給率と

いうのをあえて提供させてもらいます。

と申しますのも、広瀬知事は大分県の地方創

生を図ろうということでいろんなことを計画さ

れております。また、特に今年は国民文化祭、

障害者芸術・文化祭ということで１０月６日か

ら１１月２５日まで開催されますけれども、こ

ういう中で他県の人が来られたときに、大分の

良さというのを、おもてなしをするためには、

さきほどから出ています「おおいた和牛」とか、

豊後高田の蕎麦などいろいろあろうかと思いま

す。そのためにも食料自給率を委員さん方にお

示しすることにより、いかに大分県が九州の中

で遅れているかということをまず認識をしてい

ただきたいと思いまして、あえてこういう形で

提供させていただきました。

御案内のように、宮崎、鹿児島は生産額ベー

スからいきますと突出しております。この中で

大分県は２８年度は１２４ということで、余り

推移をしていないような状況にあります。

我々土地改良建設研究会としましては、昭和

４２年の創立以来、特に農業土木に特化して勉

強してまいりましたけれども、最近公共工事が

減る中で、知事の掲げています地方創生、これ

には農業の再生が一番だろうということで今回

提案をさせていただきたいと思います。

一昨年の参議院議員の選挙におきまして、農

林関係の議員では、進藤金日子議員が当選され

ましたが、そういう中で我々も県土政連の義経

会長とともに頑張った結果、全国８位というこ

とで得票率を得られまして、今年の農林水産予

算が他の県に比べて１２０％超えということで

突出したような形できたかと思います。

このような中で、委員さんたちに特に今御迷

惑をかけておりますのが、こういう中で公共工

事をさせてもらっても、今、不調不落というの

が非常にありまして、「仕事を出してもお前た

ちは取らんじゃないか」というようなことを知

事からも言われております。

この原因に、改正品確法というのがあるんで

すけれども、我々受注者の適正な利潤の確保と

いうのがうたわれておりますけれども、なかな

か農業土木の場合はもうからないというのがあ

ります。

土地改良建設研究会としましては、さきほど

言いました昭和４２年の結成以来、約５１年目
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になりますけれども、これをどうやったらもう

かるような農業土木になるかということで、今

年から県土政連の義経会長と協議しながら、九

州農政局に大分県の実情と問題点を聞いてもら

おうというのを来月１０月２９日に熊本に行き

まして意見交換会をしていきたいと思っていま

す。

また、その上に、今度は農林水産省に大分県

から選出されています礒崎議員が今、農林水産

副大臣ですけれども、磯崎副大臣や進藤議員を

通じまして、農林水産省にその問題点を提起し

ながら、地方の中小企業の声を発して、農業土

木をやったときに利益の出る、それから、改正

品確法にのっとった適正な利潤が確保ができる、

こんな形の取組をしていきたいということであ

ります。

要は、委員さん方に聞いていただきたいのは、

専門的なところ、そういう現場における諸問題

等があって、ここら辺は詳しい説明は避けます

けれども、簡単に言いますと設計と現地でする

仕事の歩掛かりが全然違うということだけを分

かっていただければと思います。

ここら辺は、国に我々が働きかけますので、

委員の皆さんからそういう仕組みができますと

県の農林水産部が適正に執行するように言って

いただければ、もう片付くと思います。そうい

うお願いをしていただきたいと思っています。

ところで、大分県におきましても、農業用水

の水利の補強ということで、ため池又は水路改

修等が多々あります。最近は自然災害が多発し

ておりまして、特に言われておりますのが、た

め池の決壊が非常に喫緊の問題になっているか

と思います。

こういう中で、受益者負担が今１％でやって

いるかと思うんですけれども、各市町村からた

め池改修が上がってきておりまして、大分市、

大分県内はやっぱり出るんですけれども、なか

なか人気がないもんですから、発注しても応募

者がいないということで不調不落が続いており

ます。

ということで、減災防災からも、これは早急

に我々業界も取り組まなければいけないんです

けれども、さきほど言いました適正な利潤が出

ないということで、皆さん赤字までは出せない

という、業者の体力も弱っています。仕事は出

してほしいんですけれども、その中身を変えて

いくというのが土地改良建設研究会の今年度の

目標であります。委員さん方もバックアップで

きるところは、ぜひこれを推していただきたい

なというのが今日のお願いであります。

最近の土地改良事業に関する諸問題について

は、特に中津を含めた北部振興局のプロジェク

トが少ないことです。今日は元 委員がいらっ

しゃいますけれども、振興局の中で県の単独で

やる事業が先般も１本ぐらいしか出ていないと

いうことで、非常に中津方面を含めて苦慮して

います。この中で宇佐の方は灌漑関係で国の事

業がありますので、今のところ問題ないかなと

思いますけれども、こういう中で、末宗支部長

と話しているんですけれども、地元企業の受注

の拡大ということで、これも農水省にお願いを

して、地元のＢ級で発注をしていただきたい。

また、Ｃ級以下の人たちにも仕事を与えても

らいたいということで、できればこまめに発注

をしていただいて、そういう事業量の確保とい

うことをやりまして、地元企業が存続できるん

じゃないかということでお願いをしています。

元 委員含めまして、またバックアップをお願

いしたいなと思います。

また、豊後高田の鴛海副委員長には、西国東

干拓事業がまた始まりますけれども、これも土

地改良建設研究会で先般農政局にお願いに行っ

てまいりました。

今回は堤防補強が主だそうでありますので、

余り土地改良には関係ないところが多いかなと

思いますけれども、そういう中でも進入路の問

題、また田畑を使ったところもありますので、

ここら辺で地元企業の受注の拡大もできるかな

と思います。

そういうことで、ぜひ機会があれば、国に陳

情していただいて、地場企業の受注の拡大とい

うことでお願いをしていただきたいなと思いま

す。

それから、桑原委員、久原委員の佐伯市、臼
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杵市については、特に臼杵はため池を含めて、

今年ちょっと計画があるんですけれども、佐伯

がなかなかないということで、非常に我々業界

の中でも佐伯が今手薄になっています。特に谷

川建設工業さんと河村建設工業ということで２

社しか残っておりません。というのが、仕事が

ないから、もう入っていても意味ないじゃない

かということであります。そういう中で、さき

ほど言いました防災減災の観点から農業用水利

施設の改修等がありますので、ぜひ土地改良区

と話をしていただきながら、仕事をつくってい

ただければ、委員さんたちも今度選挙がありま

すので、また得票できるんじゃないかと思いま

す。ぜひそういうような地元の土地改良区と議

員の意見交換をしていただいて、仕事の創造と

いうことで各市町村にお願いをしていただきた

いなと思います。

また、豊後大野市、竹田市につきましては、

さきほど言いましたように豊後牛もあるんです

けれども、甘太くんも含めて、特にかんしょを

作りますと、食糧自給率が上がります。この辺

の販売が進みますと、大分県もかなりカロリー

ベースも上がってくるかなと思います。

そういうことで、こだわりのかんしょ作りと

いうことをやっていただきたい。また、竹田市

におきましては、特にスイートコーンというこ

とで、いろんなことをやっています。そういう

ことで、耕作放棄地を畑地化して付加価値の高

いものづくりというものが必要だろうと思いま

すので、ぜひ産業と行政、絡めてやっていただ

きたいなと思います。

これは毎年言っていますけれども、委員の皆

さまは日本全国に視察へ行かれると思います。

特に山形県庄内地方にある、アル・ケッチャー

ノという店には奥田シェフがいますけれども、

彼が作るイタリアンは地元の食材を使うことに

よって付加価値が上がるということであります。

ぜひ畑地化を目指して、また付加価値の高まる

大分県産の食材を作ることによって、農業従事

者の収入の確保を図っていただきたい。さきほ

ど言いました農業の創生、また地方の創生にも

つながるかなと思います。ぜひよろしくお願い

します。

次第の三つ目、要望につきましては、お手元

に配付をさせてもらっています。

そこにございますように、土地改良建設研究

会はなかなかメリットのない会でありますけれ

ども、我々があることによって、従来から大分

県の農業予算等を国からいただくときに、歴代

の会長さんがこれを盾にやってまいりました。

ところで、我々土地改良建設研究会の育成強

化というのは、非常に今の入札制度の中には難

しいかなと思いますけれども、そこも知恵を絞

りながら、我々も提案をさせていただきますの

で、委員の皆さんたちもバックアップできると

ころは、またぜひよろしくお願い申し上げたい

と思います。

工事の平準化と改正品確法につきましては、

これは昨日も土木建築委員会にもお願いをして

まいりましたし、特に改正品確法につきまして

は、国土交通省になります。建設工事従事者の

安全及び健康の確保の推進に関する法律という

のが議員立法されましたけれども、大分県にお

きましては、今年の１１月に第３回目の協議会

をして、来年の初め、年末までには方針が出よ

うかなと思います。ということで、我々建設従

事者もそういう職場環境の処遇改善ということ

がありますので、こういう工事を平準化するこ

とにより、無理な工期で仕事をしなくて済みま

すので、ここら辺も御理解をしてやっていただ

ければ有り難いなということで要望させていた

だきました。

以上、自己紹介を含めて４項目をお願いにま

いりました。よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。森委員長

それでは、皆さまから質疑がありましたらお

願いします。

委員長よろしいですか。利光参考人

はい、どうぞ。森委員長

一つ御相談なんですけど、土地改利光参考人

良建設研究会の育成強化というのが、さきほど

言いましたように入札制度の中でいろいろ難し

いところがあります。特に元 委員は分かるか

と思うんですけれども、合同で１個の提案が農
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林施設の中のダムが師田原ダムを含めまして、

県営のダムが県内に何か所かあろうかと思うん

ですけれども、そういう県所有の農林施設の災

害協定を結びたいということで、今事務局と農

林水産部というのは交渉中であります。

特に今、漁港課が港湾協会と災害協定を結ん

でいます。港湾につきましては土木建築部なん

ですけれども、漁港課は単独で港湾協会と結ん

でいますので、ぜひそこら辺が可能であれば、

また委員さんたちにバックアップをしていただ

きたいなと思います。これをまた執行部と御相

談させてもらいますので、その節はよろしくお

願いしたいなと思います。

皆さんからございませんか。森委員長

じゃ、私から。土地改良建設研究会の設立の

意義について、午前の農林水産委員会でも若干

出たんですけれども、やはり公共土木と農業土

木、また森林土木、やっぱりそれぞれ特殊な部

分があって、同じようで全然同じじゃない。で

すから、当然さきほどお話が出た歩掛かり等に

ついても、現場と合わないということが当然あ

るし、また、施工においても特殊な技術を要す

ることから、やはり土地改良建設研究会で皆さ

んがそれぞれ情報交換して、勉強をこれまでさ

れてきた歴史があるということです。

その研究会の知恵が、現場にしっかり生かさ

れていないような状況が今の入札制度にはある。

このことは、私自身は以前から認識しているん

ですけれども、なかなかやはりそこら辺を発注

の段階で優先させることがこれまでできなかっ

た部分だろうと思います。

ですから、さきほどの災害協定の話なんかは、

また前向きにやっぱり進めていかなければなら

ないのかなと私自身は感じました。

皆さまからは他にまた御意見があろうかと思

いますので、何かありましたらお願いします。

また、研究会のことで分からないことでもあ

ればお聞きいただきたいと思います。

同業というか、身内と思って元利光参考人

委員に聞きたいんです。特に宇佐がですね、九

州農政局発注で国が干拓事業をやっていますけ

れども、恐らく元 社長からもいろいろ聞いて

いるんだと思います。今の県もそうなんですけ

ど、度量を出すのに、これは具体論で悪いんで

すけど、２０メートルにカットして出すのと、

三次元化測量という航空写真がありまして、レ

ーザービームを使いましてやるんですけれども、

そうすると、どうしても現地との差異が出るん

ですよね。今、大分県の発注というのは、メッ

シュという網目状に切って数字を出すんですけ

れども、そういうのが概算的な数量発注が多い

ですね。そうするときに変更が当然出てくるん

ですけれども、県においては、今、設計変更ガ

イドライン案というのがあるんですけれども、

なかなかその担当者に変更してもらえないとい

うことを聞くんですね。それで、我々今度は農

林水産部の上層部と意見交換させてもらうんで

すけれども、そういう意味で詳細設計になると、

その辺の差異がなくなるので変更も要らないじ

ゃないですか。ぜひ発注者側でそういう指導と

いうか、発注をしていただきたい。

そうなると、もうコンサルタントと、やっぱ

り発注者、行政がまずやってもらわないことに

はどうしようもない。そういうことでさっき言

った適正な利潤の確保にも行き着くんですけれ

ども、あのプロジェクトにはそういう問題が、

九州農政局は国のレベルで大き過ぎる。大きい

歩掛かりでやっているので、なかなか現場に合

わないということがありました。特に業者の方

では、国の仕事はいいんだけれども、なかなか

利益が出づらいということがあるので、そこは

問題かと思うんですね。

それだけ、今ちょっと九州農政局に行って、

そこら辺もお願いをしていこうかなという段取

りなんですけれども。そうすればもうかるかも

しれない。

あれももうちょっと地元発注を増元 委員

やしてもらえればいいんですけどね、なかなか

大手が入って、その下なんかにいたらなおさら

割に合いませんから。

それで、もうちょっと具体的な話利光参考人

なんですが、今、地域ＪＶ制度というのがある

んですよ、国土交通省も取り入れていますけれ

ども、そういう中で、一つの案として、発注者
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側がロットをチェックして経費を下げようとす

るんですけれども、もしそういう、例えば、全

国大手と地元のＪＶとなりますと、仮に６対４

とかで組めば、その仕事、受注確保ができると

思うんですけれども、そういう地域ＪＶの活用

というのを国土交通省がやっているんでしょう

ということで、土地改良建設研究会として、こ

の前農林水産省の出先に行ったときに言ったん

ですけれども、省庁ではどうしようもないので、

熊本で言ってよと言われたんです。だから、委

員さんたちももしそういう全国的なところで言

う機会があれば、地域ＪＶ制度の活用というの

を言っていただけると地場企業の受注が確保で

きるんじゃないかなと思いますので、そういう

御発言をしていただけるとありがたいなと思い

ます。

もう一つだけ情報提供なんですけど、大分県

が取り組んでいます週休二日制と、また働き方

改革とあるんですけれども、週休二日制という

のは、国土交通省の一方通行で今進んでいるん

ですよ。こういう中で、特に大分県が今年７月

から、その週休二日制の試行といいますか、こ

れをやってもいいよというのを受注者サイドで

選べるんですけれども、そこにもいろんな問題

点があります。これから我々実務レベルで体験

した中で、委員さんたちもまた１年ごとに替わ

っていくと思いますので、また農林水産委員会

から替わられて、もし土木建築委員会に行かれ

たときは、そういうことで認識をしておいてい

ただきたいんですけれども、諸問題が多々あり

ます。

大分県は、国がやろうということで、ただ追

随して今、方向性を検討しているんですけれど

も、さきほど言いましたように利益が出るよう

にするためには補整係数というのがあります。

完全週休二日制にして４週８休をやると仮定す

ると、今の労務単価の５％アップと機械の損徐

の５％アップというのがありますので、そこは

上がってこようかなと思います。もし変更の承

認が要るような議案が出たときは、委員の皆さ

まには御理解をいただきたいと思います。

当然、その分工期が延びますので、繰越工事

もまた増えてくるかなと思います。承認も事後

になるかと思うんですけれども、１２月議会の

中で上がってきたら、そこら辺を聞いていただ

いて、賛同していただけるとありがたいなと思

いますので、よろしくお願いします。

まだはっきりはしていないか分か元 委員

らんけど、今度、日出生ダム、日指ダムの老朽

化対策ということで、今頃国の調査費がもうつ

いたんじゃないですかね。

よろしいですか、私が発言甲斐参考人補助者

して。

甲斐事務局長、どうぞ。森委員長

今、委員が言われたのは、甲斐参考人補助者

日出生、日指、この二つのダムは駅館川総合開

発事業という国営事業で、昭和４０年代に着工

して完成したものなんですね。一応宇佐市土地

改良区連合というところが管理をしております

が、さきほど会長が申し上げましたように、元

々ダムというのは、非常に資産として、国が造

ればやっぱり国の財産として残っているんです

ね。県が造ったダムは、やっぱり県有施設とし

て残しております。

ですから、今言われたように調査していると

いう内容は、私どもも調査が進んでいるという

ことまではつかんでいるんですが、じゃ、今後、

どういう修理をしていくかというのは、我々か

ら国にお伺いしないとつかめないところがある

ということがあります。

だから、３０、３１、３２年で国元 委員

の調査費を付けて、それから、その事業を組み

立てるというような話は聞いたんですけどね。

そうすると、駅館川総合開発で一番主流にな

るのは宇佐市なんですよね。だから、今の用水

路もバイパスに変えたりとか、畑作団地に造成

し直したりとか、そういう事業が多分取り組め

るんじゃないかなと話を聞いているんですけど

ね、そこら辺がまだ余りよく分からないんです

けどね。

おっしゃいましたように、甲斐参考人補助者

いわゆる日出生ダムから日指ダムまで延々と水

路がつながっていて、日出生ダムの水を日指ダ

ムに送って、委員の皆さんも御存じかと思いま
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すけれども、大分県農業文化公園にある日指ダ

ムというのは、非常に流域が小さいんですね。

だから、自らが持っている利益だけではとても

ダムの満水というのはできないもんですから、

日出生ダムから水を送っている。それがちょっ

と具体的な数字を記憶していませんが、それも

さきほど言いましたように４０年代に着工して、

５０年代半ば頃に完成したもんですから、かな

り老朽化が進んでいるというのは聞いておりま

す。

宇佐市土地改良区連合が管理する上で一番困

っているのが、日出生ダムの、今回いろいろ大

雨で問題になったのは余水吐、洪水吐で、洪水

吐が普段下りているものを、雨が降ったら巻き

上げるものなんですね。ところが、通常のため

池というのは、逆に普段設置している上から自

然とオーバーホールさせると。これは元 委員

が一番御存じなんですけど、改良区連合の事務

所からダムまで行くぞといったときに、今みた

いな１時間８０ミリだの５０ミリだって雨が降

ったら近寄れない。そうなってくると、これに

ものすごい水圧がかかってしまう。そしたら、

もう洪水吐を上げようにも上げられないように

なる。だから、それも変えてくれんかという話

は、もうかれこれ十数年前から改良区は持って

いるような気がします。

だから、そういうところも含めて、委員が今

言われましたような３０年代の前半までかけて

いろいろ調査されるんじゃないかと思います。

それが出来上がれば、また、どういう改修工事

なり、補修工事が出てくるかというのは、はっ

きり見えてくるかなと思います。（「何か進み

そうな話でしたけどね」と言う者あり）もうこ

れは相当前から要望していますので、多分前に

進むんじゃないかなと思っています。

それと土地改良建設研究会とは直元 委員

接関係がないんですけれども、建設業界で今、

災害があるじゃないですか。災害のある地域の

業者さんはもう手いっぱいで、もう５年先まで

手いっぱいだとかいうような状況だという話な

んです。例えば、台風の来るルートで佐伯だと

か日田だとか、おおむね来るところがもう決ま

っているじゃないですか。

こういった災害のときに不落札というんじゃ

なくて、単価が合わないという場合もあるでし

ょうけど、仕事をしこなさなくて不落札という

ものも当然出てきていますので、協会の方から

もう少し、大分、別府の業者も、大きな災害に

ついては、例えば、佐伯だろうが日田だろうが

入れるよと、指名するよと。あるいは県北でし

たら、例えば、豊後高田とか宇佐なんかは災害

がほとんど大したものがありません。ところが、

もう耶馬溪から先に行くと、毎年毎年災害が出

るということで、結局、住んでいる住民も復旧

が遅れるというような状況を早くなくす、特に

農地の災害なんかを早くなくすためには、そう

いった各市町村単位の指名じゃなくて、もっと

広域に指名を出して仕事をどんどん進めさせる

というような方向性をやっぱり協会の方からは

もうちょっと声を上げてもらっとったらいいな

と思ったんですけどね、そこら辺はどんなもん

ですか。この土地改良建設研究会とは直接関係

ないんですけどね。

まず、日田においては元 委員が利光参考人

言われますように、マンパワー不足ということ

で人がいないというか、技術屋さんがいないと

いうことで、不調不落が続きました。

この中で場所のいいところを何とか皆さん方

が取ったんですけれども、あと耕地災害含めて

場所の悪いところは、無理をしても合わないと

いうことで取らない、取れないというのがある

んです。先般、県と意見交換する中で、日田に

おいては隣の玖珠、中津まで声かけをしようと

いうことで広げました。

そういう中で、豊後高田とか国東とか余り災

害がないので、この遠隔地から加勢に行こうか

という話が出たときに、国の方では遠隔地から

来ますと、宿泊代を含めて経費が増えるんです

けれども、大分県は出ないんですよ。意見交換

をやるんですけれども。

阿部土木建築部長には、国が出しているから

県も出してよと、熊本県は出ているんですね。

そうすると、福岡県の朝倉は出ていないので、

朝倉が出ていないのに、隣で出すわけにはいか
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んとかなんか言われて、日田の支部長がかっか

しているんですけど、そういう国がやっていま

すように遠隔地から行ったときの宿泊代とか経

費の割増し代を見てくれると、仕事のない支部

は加勢に行こうかという気持ちは持っているん

です。ただ、それを見てくれないので、さっき

言ったように手出しまでして行けないというの

が現状であります。そこは議会から、もうちょ

っと土木建築部に何で大分県は出ないのと。熊

本地震のときは熊本は出ているじゃないか、国

も出しているじゃないか。何で福岡の朝倉は出

ないのかと、そこら辺が行政のことなので分か

らないんですけど。その辺を委員さんたちに聞

いてもらえるといいかなと思います。

ところで、我々協会はお互い相互協力で行こ

うという体制ができているんですけれども、例

えば、佐伯から日田まで行くと、とてもじゃな

いけど時間がかかって、往復の時間的な負担も

ある。そこは泊まれるといいんですけど、そう

いう宿泊施設の問題が出る、費用の問題が出る。

したがって、どうしたものかなというのが今の

現状であります。

特にまた、農地災害につきましては、これか

ら市町村も出てくるんですけれども、場所が特

に悪いというので、道路から現場まで行くのに、

小運搬をかなりしないと行き着かない。それな

のに同じような積算になるので、業者としては

１００で取っても合わないということであるの

と、もう一つは、河川に絡む農地は河川が終わ

らないとできないので、我々は随契で河川をや

っているところに工事を出してくださいという

ことをお願いをしてきました。

今回、日田市は指名１社ということで、ここ

の工事はＡさん、ここはＢさんと１社ですね。

もうその人が断るか断らんかだけなんですけれ

ども、そういうことで、１社になるか、若しく

は随契で出す。そこら辺は入札制度上問題ない

みたいなので、そういうことをお願いしている

んです。

そういうことによって、特に農地災害は早目

にやらんと、やっぱり田んぼを早く復旧しない

と、どうしても農作物に支障が出るということ

でありますので、そこら辺の入札制度のアピー

ル等をお願いしたい。

もう一つが工期のことで、今年３月ぐらいに

出たんですけれども、３月に発注して、３月末

の工期じゃ無理です。分かっているので、我々

は受注していないですけれども、この前、農林

水産部と意見交換したら、３月に出たやつは、

とにかく取ってくれと。取ってくれれば、事故

繰で繰り越せるのでと。それならそれで、課長、

それを説明してよということで、その後、国東

市とかに行って説明をしてもらって、国東地方

の何社かが取ったんですけれども、入札制度を

知らない我々は、やっぱりそういう的確な情報

をいただかないと。工期が終わっちゃうと、も

う指名停止になるのでペナルティしか考えない

んで、そこは無理しても取れないと。

そういう入札制度の問題と、そういう農地災

害に関しては河川をやっているところの随契と、

それから、遠隔から各地に行こうということで、

いろいろ知恵を絞るんですけれども、そこにど

うしてもお金が絡むもので、そこをクリアする

と、相互扶助の関係からも加勢できるかなと思

います。議会で聞いていただけるとありがたい

なと思います。

例えば、そういう他県の資料、実元 委員

態とかというのはどこへ行って聞いたら分かり

ますか、協会だと分かるんですか。

それはちょっと、建設業協会の専利光参考人

務に言っておきましょう。

教えてもらってですね、特に災害元 委員

が毎年ありますので、そこら辺にちょっと災害

工事の平準化じゃないけど、すいている所が応

援に行ける体制をきちんと作ってやれば、業者

もいいですし、地元の復旧も早いものですから。

分かりました。津久見も佐伯も手利光参考人

一杯で、新聞やテレビでも出ますけれども、な

かなか復旧が進んでいないのが現状であるし。

昨日の土木建築委員会で言いましたけど、今

回津久見の河川改修、改良復旧ということで、

６０軒ぐらい移転しないといけないんですね。

そこで、川幅を広げるとか、深くするとかと

いう、従来の単純にやり戻すんじゃなくてとい



- 29 -

う、それを積極的に取り入れてくださいねとい

うようなお願いをしたんですけどね。

どっちにしても、例えば、宇佐の元 委員

業者さん、知り合いなんかに聞くと、日田の業

者から下請してくれんかとかいって依頼がある

んだけど、それ、２割ハネてしてくれんかと。

ばからしくて、あそこまで行けるかといって、

結局、応援に行けないんですよね。

だから、やっぱり元請で受注をしてやれば、

業者も一応元請としての売上高にもなるんで、

多少もうからんでも、まあ現場がとんとんなら

行こうかということにもなると思うんですけど、

下請で来てなんかと言ったって、まず、元々が

安いのに、それにまた経費を取られては行くわ

けなんで、何とかそこを土木建築部やら農林水

産部で調整できるような予算付けも含めて、私

も上げたいなと思っているんですけどね。

だから、一応日田玖珠でやったの利光参考人

が、今度中津まで広げたんですよ。中津がある

程度もう復旧が終わったので。

委員の地元のその隣なんで、宇佐も含めてい

いじゃないという、それはもう日田の所長なん

かにお願いして、それは県の執行部もオーケー

なんです。知事もさっき言ったように取らなき

ゃいかんと言われるんで、知事は広げよう、広

げようと、全県一区でいいじゃないかと。

特に今、大分土木の建築が県内一円になった

んですよ。昔は大分土木管内だけやったんだけ

ど、今は誰も取らないんで県内一円なんですよ。

そこまで広げているんだけど、もとは単価が安

いというのがあるんですけど、そこが知事はあ

んまり認識がないんですけどね。

単価が合わなくて不落札が多いと元 委員

いうのは、例えば、建築では宇佐でも不落札が

続くんですよ。これで建設物価版の改訂がない

間に物価が上がるじゃないですか。その差額と

いうことが大きいんですかね。

それは、ずっと言っているんです利光参考人

けど、まず国が積算時数量契約ということで、

積算時に鉄筋が何トン、型枠が何平米という積

算した数量を出すんですよ。それで契約するの

に今年から本格運用になったんですけれども、

大分県とか宇佐市は、図面一式請負なんです。

図面でコンサルタントが拾ったのか、行政が拾

ったのか分からないんですけれども、その数量

で契約するんですよ。

そのため、利光さん、おたくは図面見たでし

ょうと、こう言われるんですよ。そうすると、

こう拾い上げていくと、拾い足らんときに、足

らんじゃないのと言うんですけど、そこを変更

してくれていない状態が出るもんですから、こ

のまま取ったんじゃ絶対合わないから、じゃ、

もうやめたというのが一つある。

もう一つは、営繕工事というのが市場単価と

言いまして、委員がおっしゃる物価版の積算資

料、そこの単価を参考にして積算をしているん

ですけれども、どうも積算積み上げ方式なんで、

型枠の場合、普通作業員が何ぼ、特別作業員が

何ぼ、大工が何ぼという積み上げなんですよ。

それでやるんで、簡単に言うと型枠も平米６千

円ぐらいあるんですね。市場単価というのは４，

８００円しかない。建築の場合４，８００円で

導入されているので、いくらか上がっても、そ

の設計の単価も上がっていかない。

我々は建築組合、大工さん組合に上げようよ

と言うんですけど、なかなか上げると仕事をも

らい出さない。安いところへ行くからといって、

イタチごっこをしている。

その元を変えるために、さっきの市場単価の

積算の仕方を積み上げ方式に変えようよという

ことを全国の中で行動を起こすように今お願い

しているんです。もしそういう仕組みになって

変わってくると、もう一つ、さっき言った積算

時数量契約に宇佐市も変われば、１００トンが

２００トン使っても２００トンに変更してくれ

るようになるので、皆さんも受注すると思うん

です。だから、拾い足らない概算発注みたいな

ことをされると、詳細に積算された会社は絶対

合わないから誰も行かない。

前回もちょっと単価をアップしたと思うんで

すけど、そういうことによって、落札者がぎり

ぎりおったと思うんですよね。

今、出ているやつも合わないので行かないと

いうことがありますので……
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不落札がものすごく多いですよ。元 委員

いや、だから、人がいないので、利光参考人

もうからんのが原因と、その積算で数量を拾い

足らんのがあって、そこの積算違いが結構多い

ときに変更してくれれば多分行くと思うんです

けど、変更してくれない。図面見たでしょうで

終わるので、そこら辺に今原因があるので、大

元の積算の仕方という市場単価を積み上げ方式

に変えようやと今協会で運動しているんですけ

れども、そこが変わってくるとなくなってくる

のかなと。

そうすると、今度、宇佐市の場合だけ言って

しまって悪いんですけれども、宇佐市の場合、

予算どおり、適正なもので取っておいてもらわ

ないと、変更したときに１億、２億プラスにな

りますと言ったら、これは金がないじゃないで

すか。その分、４階建てが３階建てになるとい

うわけにはいかないですけど、そこら辺、問題

があるので、そこはちょっとコンサルとまた話

合いをせんといかんと思うので、現状、そうい

うことが原因だろうと思います。

ありがとうございます。非常に状況森委員長

がよく分かりました。

工事の平準化発注、これは土木もそ小嶋委員

のような話をしたことがあるんですけどね。農

業土木は今のところ、執行部の方はやっていな

いかな。

もうしてくれています。議会にも利光参考人

出てきたと思うんですけど、ゼロ県債の活用と

繰越工事の活用とで、繰越が１５０億円超して

きたかなと思うんですけれども、そういうこと

で平準化発注していただいていますので、そこ

ら辺は問題ないんですけれども、問題は、ここ

に書いておりますが、支障物件というのがあっ

て、例えば、ため池をするときにうちがやって

いる松岡でも鋼土という堤防を補強するやつが

あるんです。ちょっと赤土系のやつが。そこを

取るところと、また用地交渉が済んでいない状

態で発注されていまして、半年間も待っている

んですよ。そうすると、その間に仕事すること

がないので、せっかく捕まえている連中がどっ

か逃げちゃうんですね。そして片づいたら、そ

らやれと言われて、工期が決まっているので、

今度は無理やり、ぎりぎりにやっていくと、残

業もしてやっていかにゃいかん、土日もせにゃ

いかんという問題がある。

だから、平準化というだけじゃだめなんで、

その平準化というと、あわせて支障物件の撤去、

ここをお願いをしているんですけれども、うち

は要望には書いていませんけど、県にお願いし

ているのは、支障物件はない状態で発注してい

ただきたい。（「用地がそんなにできていな

い」「そうですね」と言う者あり）いやいやそ

ういう事例もある。もうできるだろうというと

きに、国土交通省もよくやるんですけどね。

（「国交省も結構あるな」と言う者あり）

１年延ばされると、経費が増えればいいんで

すけどね、伸びるだけで。もし工期が延びて減

額されますと、請負金は減るんですよ。その土

地の共通仮設費の現場管理がかかっているのに、

請負金が減るんで、さらに赤字になるという。

ここら辺も制度は、国の方に要求していきます

ので、委員さんたちも聞くだけにしておいてく

ださい。

はい、ありがとうございました。森委員長

最後によろしいでしょうか。お願利光参考人

いなんですが、次第を見させていただいたら、

昼からの部でおおいた豊後牛の振興についてと

いうのがあります。肉が好きなもので、ぜひＴ

ボーンステーキの普及をさせてください。ヒレ

肉とロースを一緒に食べられる。

知事が言ってます。森委員長

言ってますか。Ｔボーンを。利光参考人

はい、Ｔボーンを作れと。森委員長

６００グラムで１万９千円です。利光参考人

ありがとうございました。森委員長

土地改良建設研究会の技術力というのを生か

して、さきほどお話があったため池の改修、こ

れからやっぱり増えていく中で、どこの業者が

どこでもできるわけじゃなくて、やっぱりノウ

ハウを持っているのが土地改良建設研究会の会

員企業さんだと思います。そういった部分をや

っぱり発注した側もしっかり理解しなければな

らないし、我々もそういった皆さんの持ってい
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る技術をしっかり議会の中でも周知していって、

今日いただいた三つの項目と今話が出た災害の

遠隔地の問題とか、遠隔地からのフォローの問

題とか含めて、これから先、議会の中でも議論

させていただきたいと思いますので、今後とも

御指導くださいますようよろしくお願いいたし

ます。

本日は、本当にありがとうございました。

それでは、ここで一旦休憩し１０分後の午後

２時３０分から再開いたします。

〔参考人、参考人補助者退室〕

午後２時２０分休憩

午後２時３０分再開

それでは、再開いたします。森委員長

ここからは、所管事務調査ということで、勉

強会をさせていただきます。

まず、御挨拶申し上げます。豊後大野市選出、

農林水産委員長の森誠一でございます。

本日は、竹田市久住の畜産研究部を訪問して、

調査を行いたいと考えておりましたが、日程等

を考慮した結果、畜産研究部の皆さまに議会に

お越しいただいて、お話を伺うこととしました。

委員の皆さまには、御了承願います。

さて、豊後牛の振興につきましては、昨年の

宮城県全共において総合成績３位、種牛の部で

日本一となったことを皮切りに、今月４日には、

豊後牛の新リーディングブランド「百年の恵み

おおいた和牛」を発表するなど、豊後牛１００

年の歴史を前面に打ち出して、知名度を向上さ

せる取組が動きだしました。

また、ブランド展開を支える豊後牛の肉質向

上の取組については、ゲノム育種価による評価

を導入して研究を進めた結果、極めて能力の高

い種雄牛６頭の造成に成功したと、先日、記者

会見も拝見したところです。

本日は、この２点について、農林水産委員会

としての調査を行いたいと考え、畜産振興課、

畜産技術室、そして農林水産研究指導センター

畜産研究部の皆さまに御出席をいただいた次第

です。

時間も十分に取ってあります。特にゲノム育

種価のことについては、私自身もしっかり勉強

させていただきたいと思いますし、委員の中か

らも、どういうことかなという話を聞いていま

すので、その点は少し詳しく教えていただきた

いと思っています。どうぞ、よろしくお願いし

ます。

それでは、まず、出席されている幹部職員の

皆さまの自己紹介をいただきたいと思います。

〔農林水産部幹部職員自己紹介〕

それでは、次第に沿って、まず畜産森委員長

研究部の佐藤部長から御説明をいただき、その

後、畜産振興課の河野課長に御説明をいただき

たいと思います。

質疑応答、意見交換については、お二方の説

明の後に、一括して受けたいと考えていますの

で、委員の皆さまには、御了承くださいますよ

うお願いします。

それでは、説明をお願いします。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

資料の１ページをお願いします。

ゲノム育種価を活用した高能力種雄牛の造成

について御説明いたします。

畜産研究部では、平成２７年度から肉用牛の

新しい評価法であるゲノム育種価を種雄牛造成

の手法として導入し、今回、歴代の県有種雄牛

を上回る極めて能力の高い種雄牛６頭を造成い

たしました。この６頭のゲノム育種価について

は、全国的にも非常に高い水準にあると考えて

おります。

下の表を御覧ください。

平成２９年度に候補種雄牛として導入した６

頭のゲノム育種価の数値を示しております。こ

れは国の家畜改良センターが、全国から約２万

２千頭の枝肉成績を基に算出したゲノム育種価

を算出する予測式に、本県からは雌牛も含めて

種雄牛など１４８頭を評価にかけた、その時の

数値となっています。

具体的に説明すると、まず一番上の勝白清と

いう種雄牛です。これは父牛が今回６頭全て同

じですが、鳥取県の県有種雄牛である百合白清

２という種牛の精液を導入して造成した種雄牛
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でございます。その右にゲノム育種価というこ

とで、枝肉重量であれば７７．６、ロース芯が

１０．５３、バラ厚が０．７５、脂肪交雑が１．

３８、これがさきほどの２万２千頭を基に予測

した数値から算出したゲノム育種価そのものの

数値ということであります。

そのゲノム育種価の数値の右に、ちょっと小

さい括弧書きの数字で、枝肉重量であれば

（２）というのがありますけれども、この括弧

の順位が今回大分県が評価した１４８頭の順位

ということでございます。枝肉重量で申します

と、この勝白清は７７．６ｋｇの数値というこ

とでありますから、一番下にある全国で評価し

た２万２千頭の平均値が４７７ｋｇでございま

すので、７７．６を足しますとこの勝白清とい

う種牛を仮に屠畜して肉にしたとしたら、５５

５ｋｇになるということで御理解をいただきた

いと思います。

同じようにロース芯につきましても７０平方

センチメートル、バラ厚については８．７セン

チメートル、脂肪交雑については、これはＢＭ

Ｓナンバーに置き換えておりますけども、１番

から１２番まである中の１０．３の数値になる

ということでございます。

この６頭につきましては、本県の改良課題で

あります枝肉重量、ロース芯面積、脂肪交雑の

評価値が非常に高く、質量兼備の種雄牛として、

本県肉用牛の改良に大きく貢献することが期待

されています。

さらに、ゲノム育種価による能力評価法は、

遺伝子の塩基配列を基に生まれてすぐに能力を

判別できることから、改良スピードの飛躍的な

向上も期待されています。

これらについては、年内に凍結精液の供給を

開始したいと考えております。

また、この種雄牛の産子は、第１２回全国和

牛能力共進会鹿児島大会の肉牛の部の主力とし

て活躍することを大いに期待しています。

２ページをお願いします。

ゲノム育種価について、少し詳しく御説明い

たします。

遺伝に関する情報というのは、ＤＮＡの４種

類の塩基の配列によって決まっております。こ

の牛のＤＮＡは、アデニンとチミン、グアニン

とシトシン――これは、いずれもアデニンとチ

ミン、グアニンとシトシンが必ず対になってい

ます。この対になった塩基が約３０億個並んで

いるということです。このうち約４００万か所、

約０．１％が個体によって異なるということが

２００９年に牛の遺伝子の完全解読が終わった

ときに判明いたしました。

この４００万の異なる箇所をＳＮＰ――スニ

ップと呼んでいます。このＳＮＰの一つ一つが

経済形質に影響を与えていると仮定して、ＳＮ

Ｐと枝肉成績などの関連性を分析することで、

牛の能力を予測した数値をゲノム育種価と呼ん

でいます。

このゲノム育種価を活用する利点としては、

従来の子の肥育成績から能力を評価する推定育

種価という評価法よりも早く、生まれた段階で

能力評価が可能となることから、種雄牛や繁殖

雌牛の改良スピードが飛躍的に向上することが

期待されています。

また、兄弟の能力の違いを判定することも可

能です。通常であれば、同じ父、母の子は推定

育種価の考え方では、全て同じ能力という評価

になりますけども、ＳＮＰに関する情報ですと、

兄弟の能力を生まれた段階で判定できるという

ことになります。そしてまた、このＳＮＰに関

する情報につきましては、牛の血液や毛根など

から手軽に得ることが可能でございます。

これまでの評価法では、種雄牛を交配して生

まれた子牛を肥育し、その枝肉成績が判明する

まで育種価を算出することができないため、種

雄牛が生まれて約５年を要していましたが、ゲ

ノム育種価は、ＤＮＡのＳＮＰ型から算出する

ため、種雄牛が生まれた時点で能力評価が可能

となり、ゲノム育種価と現場の肥育成績との相

関が高いということがこれから検証されれば、

判定期間が大幅に短縮するということが考えら

れます。

次の３ページに推定育種価とゲノム育種価の

能力判定期間の差を示していますので、後ほど

御参考にしていただきたいと思います。
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産肉能力の高い種雄牛を輩出することは、子

牛市場の活性化や肉用牛農家の所得向上につな

がることから、今後は、このゲノム育種価を積

極的に活用しながら、生産者から期待される種

雄牛造成に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

資料の４ページをお願いい河野畜産振興課長

たします。

おおいた豊後牛のリーディングブランドにつ

いて御説明いたします。

昨年の全国和牛能力共進会種牛の部での日本

一の好成績をブランド力強化の好機と捉え、全

国に通用するおおいた豊後牛の新たなリーディ

ングブランドを創出し、戦略的なＰＲ事業を展

開するため、４月に生産者組織の代表者や流通

関係者、畜産関係団体の方々で構成するおおい

た豊後牛ブランド戦略会議を設置いたしました。

これまで、４回の会議を重ね、コンセプトや

ネーミング、ＰＲプランの決定を行い、９月４

日に委員御臨席のもと、リーディングブランド

「おおいた和牛」を発表したところです。

また、発表を受けて県内では早速９月５日か

ら量販店、ホテル、飲食店など２８店舗で取扱

いを開始したところであり、その後、新たに取

り扱いたいとの問合せも寄せられており、今後

はさらに取扱店舗の増加が見込まれています。

新ブランドの名称「おおいた和牛」は、これ

まで幾度となく日本一に輝いてきた豊後牛の歴

史が大正７年に豊後種として登録事業を開始し

て以来、１００年目の節目にあたること、「お

おいた和牛」は、品質の高い豊後牛の中でも美

味しさにこだわった農場で育てられた肉質４等

級以上のものだけを選んだ逸品。さらに、これ

までの１００年の恵みを糧に、これからの１０

０年も誇れる大分県産和牛の三つをコンセプト

の柱としています。

また、新ブランドの認定基準は、おおいた豊

後牛を牽引するリーディングブランドとして、

おおいた豊後牛のうち、上位等級の肉質４等級

以上の品質の確保、参画農場による顔が見える

牛づくりとしてのホームページ等を活用したＰ

Ｒ、参画農場で取り組むおいしさの追求として、

米又はビール粕の給与の三つを要件満たした牛

肉だけを認定することとしており、各食肉処理

施設で格付け後、枝肉販売段階で新ブランド名

を枝肉に表記し流通することとしております。

なお、新ブランドのロゴは、大分のアルファ

ベットの頭文字Ｏに漢字の百と牛のシルエット

を入れたものとし、タグに「百年の恵み」を入

れ、歴史があり高級なブランドイメージのある

ポスターやリーフレット、のぼりなどの販促資

材を作成し、卸業者を通じ取扱店などに配布を

行っているところです。

現在のところ、新ブランドに取り組む農家は

県内肥育農家の約８割にあたる４３戸が参画し

ており、年間３，９００頭の出荷が見込まれて

います。

５ページをお願いします。

ＰＲの概要について御説明いたします。

まず、広告メディアによる情報発信として、

来県客等に対するＰＲとして、主要ターミナル

の羽田空港では１０月１日から広告看板を設置

します。大分空港、大分駅では９月５日からポ

スターとデジタルサイネージを既に設置してい

ます。また、ＪＡＬの機内誌１１月号や９月発

行のるるぶなどの旅行雑誌への広告掲載を行い、

県外からの来県客やインバウンドなどへのＰＲ

を行います。

さらに、テレビＣＭでのＰＲ動画の放映や公

式ホームページの開設、ＳＮＳによる情報発信

により、幅広い消費者に効果的なＰＲを行って

まいりたいと考えています。

次に、新たな販売開拓とフェアなどの開催に

ついては、まず県内では、９月５日から販売を

開始したところですが、国民文化祭の開会期間

中には、県内ホテルなどでの「おおいた和牛フ

ェア」などの開催を働きかけ、来県客にもしっ

かりＰＲしてまいりたいと思っています。さら

に今後は、取扱卸業者を通じて県内ホテルや飲

食店での取扱い拡大も図ってまいります。

大阪では、飲食チェーンの千房グループの鉄

板焼き店舗などで１１月２０日からフェアの開

催を行うとともに、関西地区のサポーターショ

ップ６店舗での取扱いを推進してまいります。
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東京では、情報発信力のある都内高級焼肉店

などでのフェアの開催を計画しており、サポー

ターショップも２店舗から４店舗へと倍増を目

指します。

次に、キリンビールと連携したＰＲ展開です。

「おおいた和牛」とキリンビールが協働した

ポスターを作成し、連携してＰＲを行ってまい

ります。量販店のトキハインダストリーなどで

の店頭でのタイアップ企画、キリンビール取引

先への新ブランドの取扱いの働きかけ、首都圏

のキリンシティ店舗へのメニュー提案などによ

り、販路の拡大を図ってまいります。

最後に、その他として各種販促物を活用した

ＰＲでは、大分県豊後牛流通促進対策協議会に

よる県内での各種ＰＲイベントにおいて、「お

おいた和牛」をしっかりＰＲしてまいります。

こうした取組を通じ、「おおいた和牛」の認

知度向上とブランド力の強化を図り、農家所得

の向上に結び付けていきたいと思っています。

ありがとうございました。森委員長

これより質疑と意見交換に入ります。委員の

皆さまよろしくお願いします。

ゲノムを評価に使えるようになって、桑原委員

非常に効率的な品種改良等々できるようになる

ということ、早期に評価できるということなん

ですけれども、これはそんなに難しい技術じゃ

ないと思うんですね。どこでもまねできるとい

うことで、今後、その競争がすごく激しくなる

と思うんですよ。そこに対してはどういう認識

かお聞かせください。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

おっしゃいましたように、このゲノム育種価は、

今、国の家畜改良センターと一般社団法人家畜

改良事業団というところが主にこの評価をして

おります。

私どもは、国の家畜改良センターと共同研究

をやっておりまして、今、この中に２１の県と

民間の機関が二つですから、県で１９県と民間

二つの２１の機関で共同研究をやっております。

ゲノム育種価に関しては、この家畜改良セン

ターに、さきほど申しましたように毛根や血液

を送れば、すぐにその牛の能力を今の評価値の

中で出してくれるということになります。当然

のことながら、ほかの県もいい牛ができれば、

そこで評価をして、今回の大分県を超えたとい

うことはあり得ると思うんですけれども、なか

なか私どもも今回、自分の地元の雌牛ですとか、

県外の種雄牛のゲノム育種価をこう見ていきま

すと、その掛け合わせで簡単にできるものでは

ないなという認識を持っております。

今回のこの６頭ができたのも、やはり一つは

大分県に能力の高い雌牛がいたことと、そして、

鳥取県から持ってきた百合白清２という種雄牛

の能力が高かったと、この二つがうまくかみ合

わさってできたと考えておりますので、当然、

これから他県もこれを越えるような種雄牛を作

ってくると思っております。私どももそれに負

けないような、また次の種雄牛づくりに取りか

からないといけないなと思っております。

おっしゃるとおり、高品質なものが桑原委員

一般的になるような時代が来ると思いますので、

そのときまでにブランドの確立とか、そういう

ところもやっていただきたいなと思います。

あと、ちょっと先の将来の話になると思うん

ですけれども、今少し調べただけで国立研究法

人農業生物資源研究所とか、農研機構というの

は――これはちょっと何の略かわからないです

けれども、岡山大学とかが牛のゲノム編集がで

きることを確認したということで、ゲノム編集

という技術が、もう今はマグロとかも研究室の

中ではやっていますし、牛や家畜の方にも及ぶ

時代が絶対に来ると思います。

日本の場合は、遺伝子組替えで外来の遺伝子

を取り込むというのに関しては、とても抵抗力、

抵抗感があったとは思うんですけれども、海外

の事例を見ると、ゲノム編集はそれにあたらな

いような取扱いもされ始めておりますので、ゲ

ノム編集までできるようになれば、本当に２倍

の肉を持ったものとかいうのができる可能性も

あります。それで品質もいいと。そこにも注視

して、だいぶ先の話になると思うんですけれど

も、備えていただければと思います。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

やはりこのゲノムの特徴的なところは、委員か



- 35 -

らお話がありましたように、今までは評価でき

なかった能力とか形質を評価できる可能性があ

るということが一つ大きな特徴かと思っており

ます。

今までは、枝肉の６項目、さきほど申しまし

た枝肉重量ですとか、サシですとか、そういっ

たことを主体にこのゲノム育種価というのは評

価をしていたんですけれども、今、私どもでも、

オレイン酸のゲノム育種価というのを既にサン

プル数は少ないですけれども、出すようにして

おりますし、それから、例えば、繁殖能力です

とか、それから牛の気性の激しさですね。もう

生まれつきこの牛の子どもは気性が激しくて取

扱いが難しいとか、そういった部分のところも

これからゲノムをやる中で、かなりの確率で分

かってくると思っております。

そして、さきほど申しましたように、このゲ

ノムはＳＮＰ、いわゆる塩基配列の違うところ

で評価をしますので、いずれ、例えば、この箇

所のここが違えばこういうふうな能力が発揮で

きるんだということも近い将来分かってくるん

じゃないかと思っております。

最初に申し上げましたように、このゲノムの

評価が始まったのは今から９年前でして、牛の

遺伝子の完全解読が終わったという、そこから

スタートしています。３０億の中でたった４０

０万か所しか違わないということを例えると、

鹿児島から稚内までが直線で３千キロメートル

ありますと。今、牛は１ミリ単位で、その配列

が全部分かりましたと。そうした中で実際にい

ろんな個体を比べてみたら、本当に違っている

箇所が、たった３キロ、４キロメートル分に相

当するところしかなくて、あとの２，９９７キ

ロメートルは全部同じ配列だということですの

で、この４００万か所の解析がどんどん進んで

いけば、恐らく近い将来、そういったことが分

かってくると思いますので、私どもそういった

ところを乗り遅れないように、しっかりこれか

らも研究についていかなければならないと思っ

ております。

私はずっと前から思いよって、いつ久原委員

も言うんやけど、大分県は畜産試験場の研究だ

とか、いろんなことについては、日本一の牛を

育てるような技術力とかいろんなことを今まで

やってきたような気がするんや。気がするとい

うのをなぜ言うかというと、本当にそんな一生

懸命になって育ててくれた立派な牛を、試験場

のこの成果というのをどうやって今度は売る方

に持っていくかということになると、どうもそ

こらが今まではちょっとやっぱり駄目やったか

ら、豊後牛がなかなか世に出なかったという気

がするんや。

これをどげんするかということになるんやけ

ど、例えば、ここの中で、ぱっとこう見ただけ

で、キリンビールと連携しＰＲを展開だとか書

いてあるんやけど、何でキリンビールと提携す

るんか。大分にはサッポロビールも立派なのが

日田にあるしな。もうちょっと連携とか何とか

考えながらするとか、あるいは、また農協の悪

口を言うことになるけんど、全農なんかとした

からったって、意味ないような気がするんやな。

何かどっか本格的にこうやるような形を作らん

とな。

例えば、宮崎県はミヤチクというのがある。

鹿児島県に行けばナンチクか──みたいな形で、

大分もやっぱり一つのきちっとしたブンチクみ

たいなものを作りながら、販売戦略をちょっと

考えていかんと、せっかくあんた方が研究して

いい牛を作ったって何にもならんような気がす

るんや。そこら辺りをやっぱり今後どう考えち

ょるかということが一つ。

同時に、確かこの前の県外調査に行ったとき

も、２切れで一つ、１種類で２切れ入っちょっ

たんかな。俺は２皿食うたら、もうあとは太田

胃散飲まにゃ食えんのよ、肉が良すぎてな。オ

ーストラリアの牛とか、アメリカの牛は２００

グラムでも３００グラムでも食えるんじゃけど

な。そういう何か本当に食えるようなので、し

かし、高級なんじゃというようなものができん

のかな。

最初の質問に回答させてい河野畜産振興課長

ただきます。

今回、こういう「おおいた和牛」というのを

作って、それをＰＲしようというので、委託を
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したのが東京にある株式会社バーバラプールで

ございまして、そこがキリンさんとつながりが

あるということでした。そのぐらいのつながり

であれば我々も乗ってなかったんですけれども、

来年ラグビーのワールドカップがあって、ラグ

ビーワールドカップのスポンサーにハイネケン

がなっていまして、ハイネケンを取り扱える国

内の業者がキリンということで、ああ、それで

あれば、ちょっとそのままキリンさんとの協働

で全国展開をしてもいいんじゃないかなという

ことになりました。今回はキリンとの協働でや

っただけで、ほかのサッポロさんとか、その辺

はもう全く相手にしないとかは全然考えており

ませんので、今後、キリンさんとある程度でき

た段階で日田にサッポロもありますし、その辺

につきましても今後販売戦略を広げていく中で

は、いろんなところに声をかけて、国内全体で

広げられるようにやっていきたいと思っており

ます。

それから、肉の方なんですけど、私もあんま

り食べられなくて、食い詰まる方なんですけど、

先日、中島農林水産部長と知事が県内の高級な

肉を食べたときに、部長は早目に食い詰まった

らしいんですが、知事はおいしそうにずっと食

べられていたという話をされておりました。そ

ういう肉が食べられる方はやっぱり食べられる

ということだろうと思いますし、一応赤身の肉

とか放牧肥育とか、いろいろそういうことも言

われていますけれども、まだまだやっぱり今の

段階で高い肉は５等級とかいうことになるので、

肥育農家がもうかるためには、今のところサシ

が入っているところを目指さざるを得ないのか

なと思っています。

今回おいしさを追求すると茶園畜産技術室長

いうことで、飼料用米とかビール粕とか、そう

いうものを給与で使うようにしています。そう

いうことを取り入れながら、サシだけではなく

て、それプラスおいしさというものを含めて、

皆さんが食べやすいような牛肉づくりに取り組

んでいこうと思っておりますので、そういう観

点からも進めていきたいと思っています。

さっき言ったように、販売に力を入久原委員

れるためのことは考えちょらんのか。もう全農

に任せるんか。

全農に任せているというか、河野畜産振興課長

一応公社もマーケターをつくっていますし、公

社が販路を広げるというのもありますし、今回

は「おおいた和牛」を福岡食肉市場も扱ってい

ただくことになっています。大阪の方では今の

ところ、サポーターショップが犬飼の公社から

買っていますが、ちょっと高いので大阪でも扱

えるようにということで、先日、当課の梅木参

事と二人で大阪の食肉市場の専務さんとかにも

お話をして、「おおいた和牛」を取り扱ってい

ただくようにちょっと推進をしております。県

内ではとりあえず公社と、全農にお任せですけ

れども、県外の市場では大分の方が福岡食肉市

場から大阪に出したときは、それが「おおいた

和牛」になって関西地域に広がるように努力し

ているところです。

さきほど委員から戦略と梅木畜産振興課参事

いうことを言われていました。鹿児島、宮崎、

ナンチク等がありますけど、当県には畜産公社

があります。畜産公社も県内を中心として、や

はり肉の卸業を担っております。

平成２４年はたった２４キログラムの県外の

取扱量が、今では、年間２０トンぐらいになっ

ております。今進めておりますけど、来年度は

大阪に今度事務所を――駐在所なんですけど作

って、肉の処理は畜産公社の犬飼工場で行って、

犬飼から大阪に物を送る大阪の起点――ストッ

クポイントと言うんですけど、それを作って、

大阪での商売を本格的に来年度から行っていこ

うと考えています。大阪にストックポイントを

作れば、名古屋ひいては東京まで流通を拡大し

ていこうと考えています。

それと、もう一つ戦略ということなんですけ

ど、私は平成２４年、２５年の２年間、畜産マ

ーケターをさせていただきました。先日、委員

の方々も行かれたと思いますけど、京都の炭火

とワイン、あれは株式会社大地です。２日目に

行かれた豊後牛ホルモンこだわり米匠、あれは

株式会社匠のグループです。この２店舗につい

ても、私がマーケターの時代に知り合って、こ
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こまで付き合いをしていただいて、大分のファ

ンになっていただいたところであります。

あの２店舗のきっかけというのは、実を言い

ますとサントリーです。サントリーさんとかキ

リンさんとか、サッポロさんとかいうのは、や

はり自分のお客様の店舗持っているんですね。

そこに新しい商品を売り込むということを彼ら

は常々やっております。ですので、今回はたま

たまキリンかもしれませんけど、キリンの営業

マンと一緒に、我々みたいなマーケターが一緒

に回る。そして、サッポロさんとも回る。

私どもも一時期やろうとしていたのが、名古

屋では八鹿さんと一緒に回る。東京では、三和

種類さんと回ると。そういう形でお互いにお客

さんのサービスの一環として新しいブランド、

畜産のみならず水産物とか青果物とか、そうい

うのもＰＲしていくということで、その中でや

っぱり大地さんでは、畜産物としては牛、豚、

冠地どりも取り扱っていただいていますし、水

産物ではガザミ、ムール貝等々、やはり大分の

ものを取り扱っていただけるようになりました。

今回はまずはキリンさんから始めて、他のそう

いうところと販路を拡大していくような取組を

していきたいと思っています。

大体分かった。分かったけどな、俺久原委員

は九州乳業、県酪の出身なんじゃ。それで、あ

れだけの工場になって、これは将来的にはいい、

大分県の酪農のためになるなと思ったところが、

何のことはない、一晩でひっくり返ってしもう

た。やっぱりあれを見てな、俺は公社の今の経

営状況とかいろんなことを考えたときに、あげ

えなるで。俺はそれがちょっと心配なんや。や

っぱり犬飼の畜産公社の取扱量だとかいうこと

とかを見よるとな、やっぱり少ないわ。しっか

り面倒見てやっちょくれ。

なにかコメントがあれば。（「いや、森委員長

もういい」という者あり）

おおいた和牛の出荷見込み３，９元 委員

００頭となっているんですけど、供給と需要の

バランスからいったらどんなものなんですか。

まだ足らないとか、今少し余っているとか。

それと、ゲノムについて、これは鳥でも豚で

もできるんかどうか。

最初の質問なんですけど、河野畜産振興課長

御存じのとおり、鹿児島、宮崎の出荷量から比

べますと、とても大分の出荷量では太刀打ちは

できないと。数では勝たないので、例えば、質

とか、あとは新しいホテルとかに入ったときは、

定量で出す。例えば、毎月この日は大分フェア

とか、それとか１０食までしかありませんとか、

そういう形です。ずっと流し続けることは不可

能なんですけれども、いいものを定量でやって

いくというスタンスから考えたときに、まだこ

の３，９００頭でも足りないんじゃないかと思

っております。

ただ、これを少しでも伸ばして、少しでもお

客様を増やして、それで肥育農家の人がこんな

に自分らの肉をおいしく食べてもらえるんだっ

たら、もうちょっと増やそうかなというところ

まで持っていくのが理想だと思っています。

ということは、増えていっても、元 委員

需要は望めるということですね。

望めます。河野畜産振興課長

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

ゲノム解析のことでございますけれども、今具

体的に、ゲノムを能力評価に使っているのは、

私が知っている限りでは、豚、鶏まではそんな

に使うという段階ではないと思います。

元々これは、乳牛ではかなり早くから先進的

に行われていた評価法なんですけれども、それ

に今、和牛が追随をしているといった状況でご

ざいます。

さきほど申しましたように、まだ３年の経過

ですから、これからもっといろんなことが分か

ってくると、おそらくこれが評価の主体になっ

ていくということは十分考えられると思ってい

ます。（「はい、分かりました」という者あ

り）

さきほど説明にありましたし、この小嶋委員

表にもあるんですが、血統で父が百合白清２で、

凍結精液がたくさんあるんでしょうけど、これ

がずっと続くと考えにくいと思うんです。これ

に勝るとも劣らないような精液の確保が今後は

できるのかというのが１点と、私もちょっとゲ
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ノムというのはよく分からないんですが、昔、

糸福をわざわざ見に行ったことがあったんです

けど、この糸福と今回のはどれぐらい違うかな

と思うんですけど。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

この百合白清２は、平成２７年度に、それこそ

私も直接鳥取県に行って、今の畜産課長さんと

以前からお知り合いだった関係もあって、何と

かこの種が欲しいということで、この百合白清

２は大分県の種と等価交換、いわゆる同じ本数

で交換しましょうという条件で３００本ほどい

ただいてきました。

今回、さきほど申しましたように、これはや

っぱり非常に大きかったということで、次も、

絶対大丈夫ですとは言えないんですけれども、

次の種をもう一つやっぱり鳥取県に、この百合

白清２と双璧といいますか、それよりもむしろ

上の種雄牛の白鵬８５の３というのがあります。

それこそあの白鵬の名をとった牛なんですけれ

ども、その種をぜひ欲しいという話は、鳥取県

には現時点ではつないでおります。その種だけ

ではなくて、やはり家畜改良事業団ですとか、

他県の種をやっぱり積極的に導入する方が、や

はり効率的、効果的に種雄牛造成ができると考

えておりますので、ぜひいろんな県といい種雄

牛がいれば交渉して導入したいと考えておりま

す。

それから、糸福の時代ですけれども、例えば

ゲノム育種価で、歴代種雄牛の末福というのが

下から２番目にございますが、これは糸福の子

どもです。その末福自体は脂肪交雑が０．４９

ということで、低くはないんですけれども、今

回の種雄牛に比べて数値的には半分以下の数値

となります。どうしてもやっぱり血統の古い牛

は、やはり今はもう改良がどんどん進んできて

いますので、能力的には低い数値になると思い

ます。

ただ、私はゲノム評価の一つの利点といいま

すか、さきほど説明した推定育種価という評価

法は、必ず血統をさかのぼっていく、だから、

世代が進むほど能力が高くなって、逆に前の世

代の牛は当時一番の牛でも、もう２代、３代に

なったら、絶対今の牛にかなわないという、そ

ういう評価法なんです。けれども、このゲノム

育種価というのは今のＳＮＰの違いで評価でき

るということですので、一つ期待するところは、

今、ゲノムで評価したら、昔の牛は今の牛と同

じ土俵で評価をするとある形質がすごいじゃな

いかという評価ができる可能性もあるというこ

とです。

例をあげますと、オレイン酸の育種価とかい

うのをさきほど少しお話ししましたけれども、

いくつか出しています。６５０頭ほどのデータ

をもとに、１４０頭ほど評価しているんですけ

れども、そうすると八重福ですとか、昔の糸福

よりさらに前の世代の種牛が、今の牛と評価す

ると高いところにいったりすることもあります。

逆にこのゲノムを活用することで過去の牛もし

っかり評価して、また、あるケースでは復活で

きるという、そういう可能性もあるんじゃない

かと考えております。

冷凍精液はどれくらい、その３００小嶋委員

本を使ってしまったんでしょうけど、それをず

っと永久保存まではいかないにしても、年間に

使う量を制限して、５年とか１０年とか、それ

はもつものなんですか。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

凍結精液に関しましては永久保存できます。液

体窒素の中ですので、永久保存できるというこ

とでございます。

その凍結精液でありますが、年内に土居委員

供給開始ということですけれども、これは価格

とかは決まっているんでしょうか。

その価格というのは大体比べてどんな感じな

のか。それと、農家の皆さんの反応とかいうの

はどうでしょうか。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

価格に関しては、今のところまだ検定が終わっ

てない――いわゆる検定というのは、現場後代

検定を指します。検定が終わっていない牛とい

う扱いになりますので、これですと、私どもの

ところでいきますと、３７０円になります。本

当はもうちょっと取りたいところなんですけれ

ども、規定上は、検定がまだ終わっていない牛
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という扱いで３７０円でございます。

検定はいつですか。土居委員

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

さきほどの６頭がありますけれども、１３日に

選抜会が終了いたしまして、このうち勝美２、

それから勝白清、加代白清、それから、葵白清、

繁百合の４頭を選抜いたしました。

葵白清を除く３頭から現場後代検定にかける

ということで決まっております。

この選抜会ですとか、市場ですとか、いろん

なところで農家といろいろ話をする中では、今

回のこの種雄牛に関しては、かなり期待してい

ただいています。特に葵白清と加代白清も庄内

の方がかなり使いたいということで、供給でき

るようになれば、使いたいという人がかなり出

てきています。（「はい、分かりました」とい

う者あり）

それな、俺は乳牛で見たことがある久原委員

けど、３７０円とか４００円とか一番安いやつ

やな。高いのは１本が１万円だとか１万５千円。

そげなんの親はもうみんな死んじょるけんな。

それは何代もたたんと分からんのかい。それは、

さっき聞いたら早く分かると言うから、もう生

きちょるうちにそげな値段がつくようなことも

あるんかな。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

今の規定の中ではそういったことになるんです

けれども、譲渡規則の基本的な譲渡価格に関し

ましては、物品の売払い、もう生産物の売払収

入ということですので、私どもの方で協議をし

て、もうちょっと高く売るということであれば、

価格は決められる、変えられるということでご

ざいます。

生きちょりゃ、種は取れるけんな。久原委員

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

はい。これに関しましては、県外ですともう一

律４，５００円ということになりますので、県

外にも積極的に販売していきたいと考えており

ます。

ちょっと一つ基本的なことを聞き元 委員

たいんやけど、ゲノム育種価の表の血統の中で、

父と母の父とあるじゃないですか。これは両方

とも雄ということでしょう。雌はもう関係ない

んですか、こういうのは。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

血統の表記の仕方として、母の父というのは、

例えば、葵白清という牛のお母さんは――この

花清国というのが、母の父になっていますけれ

ども、お母さんはよしこという牛なんです。そ

のよしこが、この花清国という、これは岐阜県

の牛なんですけれども、よしこのお母さんが、

この花清国ですということで、牛の血統の場合

は、それぞれのお母さんのお父さん、おばあち

ゃんのお父さんみたいな形で、父方を遡って表

記していくというのが原則になっているんです。

ですから、ここで言いますと勝白清から全部

お母さんのお父さんは違うと、お母さんの父が

違っているということです。

これは血統はそうですけど、これ元 委員

の娘というか、雌ということでしょう。母親か。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

そうです。勝白清のお母さんのお父さんです。

血統がお父さんで表現ということ元 委員

ですね。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

はい、そういうことになります。

勝白清は雄なの、雌なの。小嶋委員

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

雄です。

この６頭は全部雄なんですね。小嶋委員

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

牛の場合は雄を漢字で表記して、雌を平仮名表

記すると決まっております。

もう一ついいですか。宮城の全共で土居委員

内閣総理大臣賞を取った牛ですね。あれは評価

自体は、かなり接戦だったと伺っています。で

も、生まれた過程というか、物語で十分なＰＲ

ができたとも聞いているんですけれども、この

ゲノムでそういうことができるんですか。そう

いう物語性とか一切なく、数値とかの掛け合わ

せということになるんでしょうか。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

私は、物語はむしろゲノムの方が面白いのがで

きるんじゃないかなと。要するにゲノムをとい
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うことは、牛自体の評価値が出るということで

すから、基本的な、例えば、系統の残し方です

とか、そういった改良の手法というのは変わら

ないと思っております。むしろ、それをゲノム

で使うことで早くなるということも考えられま

すし、例えば昔の大分県の、ずっと地の系統の

中で、もう今は子孫が減ってきたんだけど、ち

ょっとゲノムで見たら、おいしさの能力がすご

く高かった種牛がいるとかいう話も今いろいろ

出てきています。そうすると、今までの生産者

や子牛の市場の評価ですと、昔の牛を持ってき

て今の時代にということは、なかなか受け入れ

られないですけれども、逆にこのゲノム育種価

を持ってくることで、ちゃんとその能力を評価

してあげると、昔の牛でも本当においしかった

時代の牛は、今復活させる意味が逆に出てくる。

そういったことにもこのゲノム育種価は使える

んじゃないかなと思っています。（「しっかり

頑張ってください」と言う者あり）

ちなみに、共進会のときに肉質を見森委員長

る分と見た目を見る分があるんですけど、この

ゲノム育種価で評価が高い牛というのは、どち

らなんですか。それか両方なんですか。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

今のところは枝肉の見た目の数値になります。

というと、肉になった…森委員長

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

ですから、ここの数値はさきほど少し申し上げ

ましたように、この種牛を仮に肥育をして屠畜

したら、これだけのことができますということ

ですので、普通の考え方であれば、これの子ど

もには、少なくとも半分以上の能力が行くでし

ょうし、今言ったゲノムで、ＳＮＰの違いでい

けば、半分じゃなくて、かなりの部分のいいと

ころを持ってくる可能性もあるということなの

で、そういった意味では単純にその形だけでは

なくて、もう一つさきほど言いましたオレイン

酸とかおいしさの部分を一緒に評価していけば、

いろんな形での評価が可能になるかと思います。

すみません、もう１点だけ。「おお森委員長

いた和牛」生産農場の看板がありますよね。こ

の前リーディングブランドの発表のときに生産

者の大きな看板、繁殖の方から言われたんです

けど、僕たちのところにも欲しいなというよう

な話もあったんです。あの看板は肥育の方だけ

と聞いているんですが、さっきコマーシャルに

は、いわゆる繁殖農家の皆さんも出ていて、一

緒になって盛り上げていこうという中で、そう

いった意識付けでも非常に人気があるというか、

デザイン性もよかったので、そういうふうにお

っしゃったのかなと思いましたので、参考にし

てください。

あと、デジタルサイネージ、私、大分駅に最

近何回か行くんですけど、まだ見ていないんで

す。時間的なものがあるんですかね。どの時間

帯にとか、何秒間とか、ちょっとその辺が分か

れば教えてください。

１５分に１回、１５秒です。河野畜産振興課長

ちなみに、しょうもないことを聴元 委員

くんですけど、皆さん方は、例えば、「おおい

た和牛」と松阪牛を食べ比べたとか、佐賀牛を

食べ比べたとかいうことはあるんですか。結果

はどうやったですか。

さきほど、私マーケター梅木畜産振興課参事

を２年間やっていたと言ったんですけど、やは

り有名なホテルですね、私が入って取扱いをし

ていただいたホテルであれば、ペニンシュラ東

京さんとか、大阪のリッツカールトンさんとか、

日航ホテルさんとか、あとモントレグラスミア

大阪さんとか、やっぱりそういうところの料理

長とで、大体そういうところというのは、神戸

ビーフ、もしくは最低でもやっぱり佐賀牛なん

ですね。特に佐賀牛については、「色がいいん

だよね。大分は色が悪いけどおいしいんだよ

ね」ということで、「うちはもう焼いて出すか

らおいしい方がいいよね」ということで、やっ

ぱりおいしさに関しては結構評価が高いです。

私の中で一番であったのが六本木瀬里奈さん

です。ここはやっぱり東京でも一、二を争う鉄

板焼き屋なんですけど、たまたま私が行ったと

きに社長さんがいらっしゃいまして、社長さん

に次回来るときにサンプルをお持ちいたします

ということで目の前で社長と料理長が食べて

「うまい」と、じゃ、採用というふうに決めて
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まいりまして、「知事も若いとき、よくうちに

来ていたんだよ」とか言って、「次は知事と一

緒に来てよ」という話までしましたが、半年ぐ

らいたつと、「梅木さん、うちのホールスタッ

フが一生懸命豊後牛、豊後牛と言うんだけど、

出ないんだよね」と言われました。なぜかと言

いますと、ほぼ８割のお客さんが外国人なんで

すね、六本木瀬里奈さんとかは。そうすると、

食べに来るのは、やっぱり神戸ビーフになって

くるんですよ。「梅木さん名前を富士山とか芸

者じゃ駄目かな」と。やっぱり外人受けする名

前が必要で、それは相すみませんと。それにつ

いては、どこかで大分県産和牛とかいうことを

表記していただけるならいいですけど、それは

もう六本木瀬里奈さんにお任せいたしますとい

うお話をしたことがあります。味の評価につい

ては、私もそう思いますし、そういう各有名店

のところの取扱いをしていただいたという経緯

もありますので、間違いなくおいしいと思いま

す。

ただ、やっぱり餌とか、いろんな環境等々あ

ると思いますけど、色は若干濃い目というとこ

ろがありますが、それは逆に売り文句になるの

かなと思って販促を行ってきた次第であります。

今回の「おおいた和牛」についても、もう既

に大阪の方では問屋さんから引き合いがありま

す。その中でも、やっぱり今回はおいしさをう

たった新ブランドということで、皆さん大変興

味を持っていただいていますので、これを機に

販促を進めていきたいと思っています。

ちょっと最後にいいか。佐藤部長、久原委員

俺さっきゲノムの育種価とかいうやつをずっと

聞きよって思うたんやけど、クローンというの

とどげん違うの。

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

クローンは、例えば、以前に糸福のクローンと

かできましたけど、どの部分の細胞でも一つち

ょっと持ってくる。あの当時はロースのところ

の細胞を持ってきて、それを別の雌から採った

卵子に核移植をして生ませる。遺伝子的に言え

ば全く同じもので、原則として遺伝子は全く同

じになります。

このゲノムというのは、例えば糸福のクロー

ンの、その同じ遺伝子を糸福とクローン牛の同

じ遺伝子を全部解析していって多分評価したら、

どっちも数値は一緒だということになると思い

ます。ゲノム育種価というのは。配列が一緒で

すから、同じ配列のクローン牛であれば、ゲノ

ム育種価は同じになります。

クローン同士だから。久原委員

佐藤農林水産研究指導センター畜産研究部長

クローン同士であればですね。ただ今回のゲノ

ムというのは、当然、同じお父さん、お母さん

の兄弟でも、見た目は同じ兄弟でも、実際に３

００万か所の違いを見ていくと一緒じゃないと

いうことです。僅か０．１％のところの違いを

見ていくと、どこかが違うということになりま

す。

よう分からんけど、まあいい。久原委員

いろいろと説明ありがとうございま森委員長

した。もうその他、質疑ないようですので、こ

こで終了しますけれども、大阪で私どもも豊後

牛をいただいて、（「うまかったなあ」という

者あり）見せ方というか、本当においしく、ま

た、楽しくいただけて、また勉強にもなります。

特に２０代の若い店員さんが、しっかりどこの

部位で、どういう特徴があってと、豊後牛です

よと、しっかり説明していただけたのは私ども

本当にびっくりしましたし、よく勉強されてい

るなと思いました。

隣にいたサラリーマンの４人組ぐらいの方が

食べられたときに、「ああ、これはぶんごぎゅ

うと読むんだ」と言ってました。やっぱりああ

いう方でも読めないんだと感じたところで、今

回のリーディングブランド、またゲノム育種価

での評価方法がまた大分県の畜産振興に役立つ

ように、また、皆さんの御尽力をお願いして終

了いたします。

どうもありがとうございました。

それでは、長時間お疲れさまでした。


